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六
　
今
後
の
課
題

一　
は
じ
め
に

　
漆
紙
文
書

が
一
九
七
八
年
に
宮
城
県
多
賀
城
跡
で
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
て
か

ら
、
ま
だ
六
年
し
か
経
て
い
な
い
。
そ
の
発
見
と
い
う
の
は
皮
製
品
の
よ
う
に

み

え
た
遺
物
が
漆
塗
り
作
業
の
過
程
で
用
い
ら
れ
る
漆
桶
や
パ
レ
ヅ
ト
用
の
土

器
に

入
れ
た

漆
液
の

“

ふ
た

紙
”
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
、
一
〇
〇
点
近
い
文

書
を
確
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漆
が
紙
に
偶
然
付
着
し

た

の

で
は

な
く
、
漆
の
状
態
を
良
好
に
保
つ
た
め
に
紙
で
ふ
た
を
し
た
た
め
、

そ
の
紙
に
漆
が
し
み
こ
ん
で
地
中
で
遺
存
し
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際

に

用
い
ら
れ
る
紙
は
多
く
の
場
合
、
文
書
の
反
故
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の

紙
の

発
見
は

新
た
な
古
代
文
書
の
発
見
に
繋
が
る
可
能
性
が
大
き
い
と
し
た

の

で

あ
る
。
ま
た
、
漆
紙
文
書
は
漆
塗
り
の
作
業
の
過
程
で
漆
が
し
み
こ
ん
で
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残
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
賀
城
跡
だ
け
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
漆
紙
文
書
は
今
後
、
新
た
な
考
古
遺
物
と
し
て
、
全
国
各
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

遺
跡
か

ら
出
土
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
報
告
書
で
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
予
想

ど
お
り
、
そ
の
後
、
東
北
各
地
の
城
柵
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
全
国
各
地
の
遺

跡

（
宮
都
・
国
府
・
郡
家
そ
し
て
集
落
跡
も
含
む
）
か
ら
相
つ
い
で
発
見
さ

れ
、
現
在
で
は
二
〇
遺
跡
を
超
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
常
陸
国

国
衙
工
房
跡
と
さ
れ
る
茨
城
県
鹿
の
子
C
遺
跡
で
は
二
八
九
点
と
最
高
の
発
見

例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
容
的
に
も
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
検
田
帳
・
兵

士

自
備
装
束
検
閲
簿
・
戸
口
集
計
文
書
な
ど
重
要
な
文
書
を
数
多
く
含
ん
で
い

（2
）

る
。
ま
た
、
陸
奥
国
府
の
置
か
れ
た
多
賀
城
跡
と
並
ん
で
鎮
守
府
の
設
置
さ
れ

た

岩
手
県
胆
沢
城
跡
で

は
一
九
八
一
年
以
降
毎
年
、
漆
紙
文
書
が
発
見
さ
れ
、

胆
沢
城
創
建
当
初
の
貴
重
な
文
書
や
、
古
文
孝
経
の
写
本
断
簡
な
ど
が
確
認
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
、
律
令
国
家
の
辺
境
支
配
の
具
体
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
こ

の

よ
う
に
、
現
在
で
は
、
漆
紙
文
書
は
木
簡
に
劣
ら
な
い
意
義
を
も
つ
こ

と
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
、
漆
紙
文
書

は

あ
く
ま
で
も
文
書
の
反
故
の
二
次
的
利
用
で
あ
る
点
か
ら
、
木
簡
と
は
異
な

　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
て
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
文
書
そ
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
木
簡
の
よ
う
に
そ

の

記
載
様
式
や
形
態

な
ど
に
関
し
て
独
自
の
分
析
や
比
較
検
討
を
加
え
る
必
要

も
な
い
。
そ
の
点
か
ら
、
漆
紙
文
書
は
い
わ
ば
取
り
扱
い
や
す
い
資
料
と
一
般

的
に
は
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
鹿
の
子
C
遺
跡
漆
紙
文
書
の
報

告
書
の
中
で
、
第
二
章
釈
文
・
解
説
の
項
で
は
、
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
精
緻

な
考
察
を
加
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
章
の
序
論
に
お
い
て
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
う
な
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
漆
紙
文
書

を
歴
史
資
料
と
し
て
の
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
き
、
二
次

　
的

な
付
着
物
質
で
あ
る
漆
を
意
識
的
に
無
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
漆
の
付
着

　

す
る
以
前
の
原
文
書
の
様
態
を
復
元
す
る
と
こ
ろ
か
ら
文
書
と
し
て
の
考
察

　
は

は

じ
ま
る
。
漆
紙
文
書
の
重
な
り
か
た
、
こ
わ
れ
か
た
と
い
っ
た
現
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　

や
、
漆
の
付
着
状
況
は
1
ー
フ
タ
紙
”
と
い
う
も
の
と
し
て
の
使
用
法
や
放
棄

　
状
態
で

き
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
文
書
と
し
て
の
漆
紙
文
書
と
は
関
係

　
し
な
い
。

　
以
上
の

指
摘
の
う
ち
、
漆
紙
文
書
は
文
書
そ
の
も
の
と
し
て
扱
え
ば
よ
い
こ

と
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
あ
え
て
、
漆
紙
文
書
か
ら
漆
と
い
う
要
素

を
切
り
離
す
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
木
簡
に
比
し
て
、
漆
紙
文
書
は
逸
早
く
、
文
書
だ
け
に
着
目
し
、
漆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

紙
文
書
そ

の

も
の
の
様
態
な
ど
も
の
そ
の
も
の
の
詳
細
な
分
析
が
軽
視
さ
れ
る

傾
向
に
あ
る
だ
け
に
右
の
よ
う
な
見
解
は
余
計
に
気
が
か
り
で
あ
る
。
筆
老
自

身
担
当
し
た
漆
紙
文
書
も
、
そ
の
調
査
報
告
書
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
文
書

内
容
の
検
討
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　
こ

の

よ
う
な
最
近
の
傾
向
に
対
す
る
反
省
の
意
味
も
含
め
て
、
漆
紙
文
書
に

つ
い

て
、
改
め
て
〃
も
の
”
意
識
を
強
め
て
、
漆
紙
文
書
を
詳
細
に
観
察
す
る
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二　漆桶とミふた紙ミ

こ

と
に
よ
り
、
記
載
さ
れ
た
文
字
以
上
の
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い

か

と
い
う
点
に
主
眼
を
置
き
、
問
い
直
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
漆
紙
文
書
は
あ

く
ま
で
も
出
土
資
料
で
あ
る
点
に
立
脚
し
、
遺
構
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
文
書
の
二
次
的
利
用
と
い
う
条
件
も
含
め

て
、
ど
の
よ
う
な
手
続
に
し
た
が
い
、
検
討
を
加
え
れ
ば
、
有
効
な
資
料
と
し

て

活
用
し
う
る
か
な
ど
、
漆
紙
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
な
分
析
を
試
み
て
み
た

（逗し

二
　
漆
桶
と
“
ふ
た
紙
”

1

一
紙
に

よ
る
〃
ふ
た
紙
”

　
漆
紙
は

漆
の
力
に
よ
り
遺
存
し
た
と
は
い
え
、
非
常
に
こ
わ
れ
や
す
く
、
ほ

ぼ
完
全
な
形
で
出
土
す
る
例
は
稀
有
で
あ
る
。
比
較
的
残
存
状
況
の
良
好
な
も

の

で

は
、
ほ
ぼ
円
形
か
そ
れ
を
二
つ
に
折
り
た
た
ん
だ
半
円
形
を
呈
す
る
例
が

多
い
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
漆
紙
の
形
状
は
、
本
来
、
通
常
の
四
角
い

紙

を
“
ふ
た
紙
”
と
し
て
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
円
形
を
呈
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
曲
物
の
径
を
は
み
出
た
部
分
は
漆
液
が
十
分
に
浸
透

し
て
い
な
い
た
め
に
、
漆
の
保
護
を
う
け
る
こ
と
な
く
地
中
で
腐
蝕
さ
れ
失
わ

れ
た
た

め

で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
胆
沢
城
漆
紙
文
書
を
例
に
と
っ
て
み
て
み
よ
う
。

〔
例
1
〕
　
第
三
号
文
書
（
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
）
（
図
2
）

　
三
号
文
書
は
漆
液
を
入
れ
た
曲
物
容
器
の
形
が
良
好
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ほ

ぼ

円
《
断
面
形
を
驚
に
表
現
す
れ
ば
、
？
な
・
．
漆
付
着
面
の
周
縁

部
に

は

漆
液
が
比
較
的
厚
く
付
着
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
央
部
は
漆
液
に

直
接
触
れ
た
形
跡
は
な
く
、
た
だ
浸
み
込
ん
で
、
紙
を
硬
化
し
た
程
度
で
あ

る
。
現
状
で
は
、
漆
紙
の
最
大
径
は
一
六
・
五
㎝
を
測
り
、
曲
物
の
推
定
径
は

約
＝
二
㎝
と
考
え
ら
れ
る
。
漆
液
に
接
し
な
い
面
に
も
漆
液
が
し
み
出
た
状
態

と
な
っ
た
と
み
え
て
、
投
棄
さ
れ
た
際
に
、
土
砂
の
よ
う
な
異
物
が
付
着
し
、

文
字

を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
文
字
が
不
鮮
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
曲
物
の
径
を
超
え
た
周
辺
部
は
漆
液
が
し
み
出
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

異
物
の
付
着
を
免
が
れ
、
文
字
が
赤
外
線
テ
レ
ビ
の
画
面
を
通
し
て
き
わ
め
て

鮮
明
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

〔
例
2
〕
　
第
一
八
号
文
書
（
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
）
（
図
1
）

　
二
つ
折

り
に
さ
れ
た
紙
片
で
、
漆
液
の
付
着
し
た
面
を
内
側
に
し
て
折
り
た

た

ん

で

い

る
。
現
状
で
は
、
半
円
形
で
あ
る
。
二
つ
折
り
の
紙
片
を
広
げ
る

と
、
お
お
よ
そ
、
縦
二
七
・
五
㎝
、
横
三
一
・
五
㎝
で
、
内
容
上
か
ら
推
し
て

も
、
ほ
ぼ
原
状
の
一
紙
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
紙
の
上
端
の
一
部

は

原
状
を
と
ど
め
て
い
る
。
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2

現
代
に
お

け
る
漆
の
“
ふ
た
紙
”

図2　胆沢城跡第3号文書概略図
　　　（r昭和56年度発掘調査概
　　　報』より）

　
現
在
で

も
、
柿
渋
を
塗
っ
た
和
紙
を
湿
し
て
漆
液
の
表
面
に
密
着
さ
せ
、
漆

の

硬
化
・
乾
燥
を
お
さ
え
、
さ
ら
に
漆
液
に
塵
な
ど
が
入
る
の
を
防
ぐ
た
め
に

〃

ふ
た

紙
”
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
漆
を
漉
す
た
め
に
も
紙
が
利

用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
多
賀
城
漆
紙
文
書
の
調
査
の
際
に
も
、
大
き
な
御
助
力
を
い
た
だ

い
た

宮
城
県
玉
造
郡
鳴
子
町
在
住
の
漆
の
研
究
家
沢
口
滋
氏
の
工
房
を
筆
者
が

訪
ね
、
漆
の
〃
ふ
た
紙
”
お
よ
び
紙
に
よ
る
漆
漉
し
の
場
面
等
を
実
見
さ
せ
て

い
た

だ

い

た
。
そ
の
作
業
工
程
を
次
に
写
真
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

4



二　漆桶とミふた紙ミ

（d）ミふた紙ミに付着した漆をヘラで掻き　　（a）ミふた紙ミと漆桶

　　　取る

（e）掻き取った漆を漆桶に戻す （b）ミふた紙ミをつまみ上げる

二

九
八
四
年
五
月
二
八
日
実
見
）
（
図
3
）

（c）漆が付着したミふた紙こ

図4　ミふた紙ミ（1）
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　　v　　　A
A　　　　　　　　▼×　　甲　A

A　　－　　｛〉「

’

ロ
、

紙
に
よ
る
漆
漉
し
工
程
（
図
6
）（a）漆液を紙につつみ込む

図5　ミふた紙ミ（2）

（b）紙を徐徐に絞りながら漉した漆液を

　　桶に戻す

3
　
大
型
の
“
ふ
た
紙
”

　
漆
紙
文
書
の
中
に
は
、
径
が
三
〇
㎝
を
超
え
る
大
型
の
“
ふ
た
紙
”
も
存
在

す
る
。
こ
の
場
合
は
、
当
然
、
一
紙
で
は
不
足
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
当
時
の
料
紙
は
通
常
紙
高
一
尺
（
約
二
九
・
七
五
㎝
）
し
か
な
く
、
漆
の

容
器
が
一
尺
を
超
え
る
場
合
、
前
掲
の
現
代
の
漆
塗
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う

に
、
〃
ふ
た
紙
”
は
容
器
の
径
の
倍
近
い
数
値
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
〃
ふ
た
紙
”
の
紙
高
が
不
足
し
た
場
合
は
、
別
の
紙
で
補
わ
な
け

れ

ば

な
ら
な
い
。
一
方
、
紙
幅
は
通
常
の
料
紙
で
、
二
尺
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

〃

ふ
た

紙
”
と
し
て
十
分
に
こ
と
た
り
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
後
に
あ
げ
る

よ
う
な
請
求
文
書
等
の
解
文
は
切
断
し
て
使
用
す
る
の
で
、
紙
幅
も
不
足
す
る

場
合
が
生
ず
る
）
。
各
地
で
出
土
す
る
大
型
の
〃
ふ
た
紙
”
を
詳
細
に
観
察
す

る
と
、
必
ず
紙
高
の
不
足
分
を
別
紙
で
継
ぎ
足
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
補
っ

た

文
書
の
方
向
は
、
本
紙
に
対
し
て
平
行
か
直
行
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
。
そ
れ
は
径
の
不
足
を
補
っ
た
と
し
て
も
、
紙
全
体
の
形
状
は
“
ふ
た
紙
”

の

機
能

を
果
た
す
た
め
に
は
方
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に

実
例
を
二
、
三
あ
げ
て
お
き
た
い
。

〔
例
1
〕
　
胆
沢
城
跡
・
第
二
六
号
文
書
（
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
）

　
　
　
（
図
7
・
上
）

　
二
つ
折

り
の
状
態
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
全
体
の
形
は
広
げ
る
と
、
下
半

6
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4鰺

、

喬／∪

綴

轟

図7　上1胆沢城跡第26号文書実測図　　　下：右：胆沢城跡第10号文書継ぎ目部分

　　（『昭和58年度発掘調査概報』より）　　　左：多賀城跡第12号文書継ぎ目部分
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　　　　　　　　　　　紙Lエ＝コ＝
　　　　　　　　　　　継
　　　　　　　　　　　ぎ
　　　　　　　　　　　目

図8　鹿の子C遺跡第27号文書実測図

　　　　　　　　　　　　　　ヘ　ン　　　　　　　　　　　　　　懸

鹿の子C遺跡第27号文書継ぎ目部分（1）

図10　鹿の子C遺跡第27号文書継ぎ目部分（2）

　　　（1）②は折りたたんだ紙の両面を示す。

部
の
欠
損
が
目
立
つ
も
の
の
、
本
来
の
“
ふ
た
紙
”
の
円
形
に
残
存
す
る
状
況

を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
漆
容
器
の
推
定
径
は
約
三
一
㎝
あ
り
、
径
の
不
足
分
を

本
紙

を
上
と
し
て
、
も
う
一
紙
で
補
っ
て
い
る
が
、
補
っ
た
一
紙
は
文
書
の
行

の

並
び

か

ら
み
る
と
、
本
紙
に
対
し
て
直
交
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
断
簡
は
「
古
文
孝
経
孔
子
伝
」
の
写
本
断
簡
で
、
全
二
十
二
章
中
、
士
章

五
・

庶
人
章

六
・
孝
平
章
七
・
三
才
章
八
の
四
章
分
に
あ
た
る
。
本
紙
は
庶
人

章
六

と
孝
平
章
七
を
主
と
し
、
士
章
五
の
わ
ず
か
数
文
字
と
、
三
才
章
の
は
じ

め

の
部
分

を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
補
っ
た
一
紙
は
本
紙
の
三
才
章

の

数
行
の
ち
の
部
分
で
あ
る
（
図
3
2
・
3
3
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
紙
の
欠 6
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損
部
分
を
補
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
本
紙
と
補
っ
た
一
紙
と
は
欠
行
な
く
連
続

す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

〔
例
2
）
　
胆
沢
城
跡
・
第
一
〇
号
文
書
（
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
）

　
　
　
（
図
7
・
下
）

　
二
つ
折
り
の
状
態
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
広
げ
る
と
右
上
が
欠
損
し
て
い

る
が
、
〃
ふ
た
紙
”
の
円
型
に
遺
存
す
る
状
況
を
残
し
て
い
る
。
〃
ふ
た
紙
”
は

二
紙
か

ら
な
り
、
補
っ
た
一
紙
は
第
二
六
号
文
書
と
同
様
に
本
紙
に
対
し
て
直

交
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
漆
容
器
の
推
定
径
は
約
二
五
㎝
で
あ
る
。

　
本
断
簡
は
嘉
祥
元
年
具
注
暦
で
、
本
紙
は
二
月
一
八
日
か
ら
二
九
日
ま
で
と

三
月
の
月
初
部
分
に
あ
た
り
、
補
っ
た
一
紙
は
二
月
の
一
四
日
・
一
五
日
の
二

日
分
で
あ
る
。
二
紙
は
第
二
六
号
文
書
と
同
様
に
本
紙
を
上
と
し
て
貼
り
継
が

れ
て

い

る
こ
と
か
ら
、
二
紙
の
継
ぎ
目
部
分
で
隠
れ
た
部
分
と
わ
ず
か
な
欠
損

を
考
慮
し
て
も
、
両
紙
は
や
は
り
連
続
す
る
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
。

〔
例

3
〕
　
鹿
の
子
C
遺
跡
・
第
二
七
号
文
書
（
図
8
・
9
・
1
0
）

　
本
文
書
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
記
述
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
文
書
表
面

を
外
側
に
し
た
二
つ
折
状
態
の
ま
ま
完
形
で
出
土
し
た
。
展
開
す

れ
ば
直
径
約
三
四
㎝
ほ
ど
の
完
円
形
に
復
原
で
き
る
。
本
文
書
に
は
現
状
で
上

下
四
段
に
わ
た
り
田
地
の
坪
付
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
段
目
と
第
三

段
目
と
の
間
に
紙
継
ぎ
目
が
あ
り
、
下
段
の
紙
片
を
上
に
し
て
二
紙
が
貼
り
継

が
れ
て

い

る
（
以
下
、
上
段
の
紙
片
を
A
、
下
段
の
紙
片
を
B
と
す
る
）
。
A

紙
の

下
部
の
文
字
が
B
紙
の
下
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
、
両
紙
の
各
行
が
対
応
し

な
い
こ
と
か
ら
、
A
・
B
二
紙
の
接
続
状
態
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
お

そ

ら
く
三
五
㎝
余
と
い
う
大
口
径
の
容
器
の
〃
ふ
た
紙
”
に
用
い
る
た
め
に
一

通
の

文
書
を
切
断
し
、
本
来
前
後
に
位
置
す
る
二
紙
を
上
下
に
貼
り
継
い
だ
も

の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
際
A
・
B
二
紙
の
紙
幅
合
計
は
約
七
〇
㎝
と
な
る
が
、
そ

の

間
に
紙
継
ぎ
目
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
を
一
紙
の
紙
幅
と
み
て
は
長
過
ぎ
る
の

で
、
両
者
は
直
ち
に
前
後
に
接
続
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
B
紙
の

天
部
に
ほ
と
ん
ど
余
白
の
な
い
の
は
文
書
作
成
後
の
あ
る
時
期
に
天
地
が
少
し

裁
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
非
常
に
詳
細
な
観
察
を
加
え
ら
れ
、
大
筋
で
は
首
肯
で
き
る
が
、
二
点
ほ
ど

疑
問
な
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
は
A
・
B
二
紙
の
紙
幅
合
計
が
約
七
〇
㎝
で
、
そ
の
間
に
紙
継

ぎ
目
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
紙
の
紙
幅
と
み
て
は
長
過
ぎ
る
の
で
、
両
者
は
直

ち
に
前
後
に
接
続
し
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。

　
前

掲
の
現
代
漆
工
人
使
用
の
〃
ふ
た
紙
”
（
P
5
～
6
）
図
4
の
場
合
、
漆

桶
の
径
が
二
五
㎝
に
対
し
て
紙
幅
は
四
五
～
四
九
㎝
あ
り
、
約
一
・
八
～
二
・

○
倍
を
要
す
る
。
図
5
の
場
合
、
漆
桶
の
径
が
二
〇
㎝
に
対
し
て
、
紙
幅
三
二

㎝
で
、
や
は
り
一
・
六
倍
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漆
液
を
徐
々
に
使
用
す
る
に
し

た

が

い
、
“
ふ
た
紙
”
を
順
次
落
し
込
む
必
要
が
あ
り
、
そ
の
他
、
取
扱
い
上

も
余
裕
を
十
分
に
と
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
代
の
漆
作
業
で

9
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も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鹿
の
子
C
遺
跡
・
第

二
七
号
文
書
の
場
合
、
現
状
で
上
・
下
二
紙
に
紙
継
ぎ
目
が
確
認
で
き
な
く
と

も
、
欠
損
部
の
A
紙
の
左
・
右
お
よ
び
B
紙
の
右
部
分
に
紙
継
ぎ
目
が
存
在
し

た

可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
紙
と
B
紙
が
連
続
す
る
可
能

性
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
A
・
B
両
紙
と
も
天
地
を
裁
断
し
た
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
A
紙
の
上
部
お
よ
び
B
紙
の
下
部
は
前
述
し
た
よ
う
に
欠
損
部
に
あ
た
る

こ
と
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
B
紙
の
天
部
に
ほ
と
ん
ど
余
白
が
な
い
点
か

ら
裁
断
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
現
存
の
正
倉
院
文
書
で
も
、
戸
籍
・
計
帳
な

ど
の
基
本
的
帳
簿
類
は
ほ
ぼ
一
・
八
㎝
（
六
分
）
の
余
白
を
も
う
け
、
天
界
を

引
い
て
い
る
が
、
写
経
所
関
係
の
通
常
文
書
で
は
天
の
余
白
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
書
き
出
し
て
い
る
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
本
検
田
帳
断
簡
も
合
点
・

書
体
等
か

ら
実
務
的
帳
簿
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
紙
背
利
用
の
際
に
天
地
裁
断

の

例

を
聞
か
な
い
だ
け
に
、
B
紙
は
原
状
を
伝
え
、
天
の
余
白
を
ほ
と
ん
ど
と

ら
ず
に
記
載
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漆
の
〃
ふ
た
紙
”
に
両
紙
を

貼

り
継
ぐ
際
に
、
上
紙
の
上
部
を
切
断
し
た
例
は
後
に
掲
げ
る
多
賀
城
跡
第
一

二
号
文
書
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
文
書
の
途
中
か
ら
上
部
を
切
断
し
、
し
か

も
、
そ
の
切
断
の
方
法
は
刀
子
等
の
利
器
を
使
用
せ
ず
に
破
り
と
っ
た
も
の
も

あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
漆
の
容
器
が
一
尺
を
超
え
る
よ
う
な
場
合
、
通
常
の
紙
幅

は

と
も
か
く
、
紙
高
が
不
足
す
る
の
で
、
も
う
一
紙
を
天
又
は
地
の
部
分
に
補

う
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
紙
は
、
こ
れ
ま
で
の
遺
存
例
を
見
る
か

ぎ
り
で
は
同
一
文
書
で
、
し
か
も
連
続
す
る
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

三
　
紙
継
ぎ
目
と
文
書
内
容
の
検
討

1
　
紙
継
ぎ
目
の
形
状

　
漆
紙
文
書
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
紙
の
継
ぎ
目
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
継
ぎ
目
は
、
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

④
　
文
書
の
行
に
平
行
し
て
、
約
○
’
二
㎝
ほ
ど
の
継
ぎ
目
が
あ
る
。

◎
　
文
書
の
書
き
出
し
の
前
行
部
分
ま
た
は
文
書
の
末
尾
の
後
行
部
分
に
幅
約

　
一
㎝
ほ
ど
の
継
ぎ
目
が
あ
る
。

◎
　
文
書
の
行
と
平
行
又
は
直
行
し
、
上
紙
が
下
紙
の
行
を
お
お
う
場
合
も
多

　
く
、
継
ぎ
目
も
約
二
㎝
ほ
ど
で
、
貼
り
継
い
だ
紙
端
は
種
々
の
切
断
面
を
遺

　
し
て
い
る
。

〔
④
の
例
1
〕
　
多
賀
城
跡
・
第
一
〇
二
号
文
書
（
図
1
1
）

　
・
　
此
治
城

　
・
　
（
漆
面
）

　
　
：
…
…
：
・
・
：
…
…
・
…
（
紙
継
ぎ
目
）

10



三　紙継ぎ目と文書内容の検討

　
　
　

口
撰
鮎

　
　
（
勢
力
）
　
　
　
（
自
署
）

　
　
　
山

朝
臣
「
［
〕
」

　
漆
面
の
文
字
は
楷
書
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
此
治
城
」
は
草
書
体
で
、

し
か
も
紙
継
ぎ
目
に
斜
行
し
、
漆
面
の
文
書
に
比
し
て
、
や
や
大
き
な
文
字
で

書
か
れ
て
い
る
。
「
撰
鮎
」
「
］
朝
臣
［
山
」
が
一
方
で
は
左
文
字
に
、
漆
面

で

は

正
字
で

明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
一
紙
の
表
裏
に
書

か

れ
た

も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
一
応
、
紙
の
継
ぎ
目
に
平
行
で
、

楷
書
体
の
「
撰
鮎
」
「
］
朝
臣
［
山
」
の
方
を
表
文
書
と
し
、
「
此
治
城
」
を

紙
背
文
書
と
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
紙
継
ぎ
目
は
幅
○
・
二
㎝
で

あ
る
。

〔
④
の
例

2
〕
　
鹿
の
子
C
遺
跡
・
第
六
六
・
六
七
号
文
書
（
図
1
2
・
1
3
）

　
現
状
で
は
多
く
の
破
片
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
接
合
・
配
列
し
て

直
径
約
二
二
～
三
㎝
の
円
形
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
紙
片
に
は
、
表

に

戸
籍
、
紙
背
に
延
暦
九
（
七
九
〇
）
年
の
具
注
暦
、
さ
ら
に
両
面
に
習
書
が

施

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
表
裏
四
種
類
の
文
字
が
重
な
り
合
っ
て
判
読
困
難

な
状
態
に
あ
る
。

　
報
告
書
に
は
記
述
は
な
い
が
、
筆
者
が
実
見
し
た
結
果
、
右
端
か
ら
約
六
㎝

ほ

ど
の
位
置
に
紙
継
ぎ
目
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
紙
継
ぎ
目
は
多
賀
城
跡
第
一

〇
二
号
文
書
ほ
ど
明
瞭
に
は
紙
の
重
な
り
の
幅
を
認
め
が
た
い
が
、
表
文
書
は

作
成
後
改
変
を
う
け
た
形
跡
も
な
く
、
文
書
の
行
に
平
行
し
、
し
か
も
文
書
中

に

位
置
す
る
な
ど
の
点
か
ら
判
断
し
て
、
多
賀
城
跡
・
第
一
〇
二
号
文
書
と
共

通
す
る
性
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

〔＠
の
例
〕
　
多
賀
城
跡
・
第
一
号
文
書
（
図
1
4
）

　
漆
の
付
着
が
少
な
く
、
ゆ
が
み
を
生
じ
て
い
る
。
内
容
は
解
文
の
一
部
分

で
、
軍
毅
の
公
根
請
求
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
は
「
賓
亀
十
一
年
九

月
廿
［
」
の
年
紀
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
後
に
触
れ
る
第

二
・

三
・

四
・
二
四
号
文
書
な
ど
と
一
連
の
文
書
で
、
接
続
し
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。
文
書
下
端
部
の
裏
側
に
漆
が
厚
く
付
着
し
、
表
面
に
円
弧
状
の
凹
み

を
生
じ
て
い
る
の
は
、
図
1
5
の
現
代
工
人
の
用
い
る
竹
の
輪
で
ふ
た
紙
を
押
え

た

時
の
痕
跡
と
同
じ
で
あ
ろ
う
（
図
1
6
も
同
様
の
例
）
。
そ
し
て
、
文
書
の
末

尾
の

空

白
部
分
に
幅
約
一
㎝
の
紙
の
重
な
り
を
明
瞭
に
確
認
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、

　
④
は
、
文
書
の
行
に
平
行
し
、
し
か
も
文
書
中
に
位
置
し
、
継
ぎ
目
も
三
者

　
　
の

う
ち
で
、
最
も
丁
寧
で
、
幅
○
・
二
㎝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
存
の
正

　
　
倉
院
文
書
等
を
参
照
す
れ
ば
、
文
書
作
成
時
の
経
師
に
よ
る
紙
継
ぎ
で
あ

　
　
る
と
判
断
で
き
る
。

　
◎
は
、
す
で
に
前
章
で
取
り
上
げ
た
と
お
り
、
漆
の
ふ
た
紙
の
径
の
不
足
を

　
　
補
う
措
置
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
◎
の
例
は
省
略
す
る
が
、
次
に
む
し
ろ
、
＠
と
◎
の
紙
継
ぎ

痕
跡

が
一
つ
の
資
料
中
に
認
め
ら
れ
る
絶
好
の
資
料
を
二
例
取
り
上
げ
て
、
◎

11



漆紙文書に関する基礎的研究

図12鹿の子C遺跡第66・67号文書継

　　ぎ目部分

　　紙
　　継
　　ぎ
　　目
　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　5cロ

図11　多賀城跡第102号文書継ぎ目部分

　謝
醐±

1∂

島、ヨィ

　　＾鶴⌒

う日

鄭

彰

曇
ぎ
㌔

8　
ハ
　
　
む

啄
寸

　　　　　　　　　　　　　　　L＿一
図13　鹿の子C遺跡第66・67号文書実測図（『鹿の子

　　C遺跡』註②の原図に紙継ぎ目部分を加筆）
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三　紙継ぎ目と文書内容の検討

図17正倉院文書（出雲国計

　　　会帳）の紙継ぎ

ぎ
目

図14　多賀城跡第1号文書実測図

漆
面

離

図15竹の輪を用いてミふた紙ミを押える（沢口氏工房）

図16多賀城跡第12号文書部分
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漆紙文書に関する基礎的研究

の

性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
資
料
の
検
討
に
は
内
容
が
深
く
関
わ
っ
て

く
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
釈
文
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

〔
◎

と
◎
の
例
1
〕
　
多
賀
城
跡
・
第
二
・
三
・
四
・
二
四
号
文
書
（
図
1
8
・

　
　
　
　
　
　
　
1
9
）

　
第
一
一
号
文
書

　
　
者
口
使
口
郡
運
送
［

　
　
〔
根
力
〕

　
　
口
穀
郡
宜
承
知
始
来
［

　
　
　
　
　
　
〔
差
力
〕

　
　
者
謹
依

符
旨
口
ロ

　
　

ー
　
　
　
　
　
　
　
一

　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
：
…
…
：
（
折
れ
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　

賓
亀
十
一
年
九
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
「
　
（
自
署
）

　
　
　
口
讃
臣
千
［
山
」
主
政
外
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

擬
主
政
［

　
　
　
　
　
　

　
　
［
川
川
］

第
三
号
文
書
（
図
2
1
・
上
）

　
］
郡

司
解
　
申
進
上
兵
馬
馬
子
根
米
事

　
　
　
　
　
　
　
　
馬
子
八
人
部
領
一
人
合
［

　
U
斜
戴
斗
式
升
　
〔
起
力
〕
⑦
　
　
〔
廿
力
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
口
九
月
九
日
迄
口
九
日
［

　
　
山
長
大
伴
部
廣
椅

　
　
費
亀
十
一
年
［

　
　
（
自
署
）

　
〔
田
力
〕

口

「
口
口
」

第
四
号
文
書
（
図
2
1
・
下
）

　
　
　
　
　
〔
以
力
〕

　
山

鳥
麻
口
口
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賓
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
）

大
領
外
正
六
位
上
勲
十
等
丈
部
「
龍
麻
呂
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　U
部
病

（別
筆
）

「
同
月
［
」

　
第
二
四
号
文
書

　
　
　
　
口
解
　
申
請
根
穀
事

　
　
山
斜
二
斗
　
口
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
代
力
〕

　
　
［
川
日
川
］
口

　
　
］
火
［

　
以
上
の
四
点
の
文
書
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
観
察
す
る
と
、
そ

の

紙
継
ぎ
目
の
状
態
は
す
べ
て
同
じ
で
は
な
い
。
ふ
た
紙
全
体
は
片
側
だ
け
を

半
分
ほ
ど
折
り
込
ん
だ
形
で
投
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
四
紙
は
現
状
で

展
開

し
た
だ
け
で
も
、
約
三
六
×
四
〇
㎝
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
る
。
こ
れ
は
前

14



。彰

毒
』
嶺

莚
、
妥
イ

　
、
　
’
　
　
¢

　。乙ぷ
〆、

画

孝《千

2

陽
、
㌢
ぞ
章
葦
迫

しキ

訳

外ろ

滋

寸
麩
米

　
　
　
　
ノ

／虹

紙
継
ぎ
目

図18多賀城跡第2・3・4・24号文書実測図（その1）



冠綬

目忌罰撰

授
＼

」
字

デ

妄

紙継ぎ目

曇革告，磯　　’

　　　　　　　芦

、態で

　メ㌦・’ぐ
ご

、　　　s

ふ∨
戸

二

　　　ρ
好×

ゆ

声「　｛
　デ
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、
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膓

‘
山

＿纐懸
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寸
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、

●

議

灘

惑
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第2号文書

、

　第3一号又書（裏面）
O 10cm

図19　多賀城跡第2　3　4　24号文書実測図（その2）



三　紙継ぎ目と文書内容の検討

述

し
た
よ
う
に
、
漆
の
ふ
た
紙
と
し
て
、
一
紙
以
上
の
大
き
さ
を
必
要
と
し
た

の

で
、
文
書
数
通
を
継
い
だ
と
判
断
で
き
る
。
ふ
た
紙
の
た
め
の
継
ぎ
目
は
現

状
の
ほ
ぼ
中
ほ
ど
の
幅
二
㎝
ほ
ど
の
紙
の
重
な
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二

号
・
第
三
号
文
書
の
上
に
第
四
号
・
第
二
四
号
文
書
を
貼
り
継
い
だ
形
と
な
っ

て

い

る
。
文
書
か
ら
い
え
ば
、
逆
方
向
に
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
号
文
書
と
第
三
号
文
書
に
眼
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
両
紙
は
第
二
号

文
書

を
上
に
し
て
、
幅
約
一
㎝
の
重
な
り
を
も
っ
て
貼
り
継
が
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
同
様
に
第
四
号
文
書
と
第
二
四
号
文
書
の
場
合
も
、
第
二
四
号
文
書
の

事
書
の
右
側
で
紙
の
重
な
り
を
確
認
で
き
る
が
、
ち
ょ
う
ど
折
り
目
の
部
分
で

欠
損

し
て
い
る
た
め
に
重
な
り
の
幅
を
正
確
に
は
知
り
え
な
い
。
し
か
し
、
第

四

号
文
書
を
上
に
し
て
、
き
ち
ん
と
貼
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

　　ロ
　　＠
　　と
　　◎
　　の
　　例
　　2
　　〕19

・　多

9蓑
　　跡

　　第

第
一
一
号
文
書

一
号
・
＝
一
号
・
一
＝
二
号
文
書
（
図

　
　
　
　
　
（
折
れ
目
）
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
・
（
折
れ
目
）

　　　　　　
…］
請

（
下

紙
）
u
部
［
…
u
吾
木
部
蝸
躍
冊
ひ

　
　
　
　
　
　
…口
戸
口
宗
何
部
真
縄
酔
冊
亡

（
別

紙
）
l
i
－
1
1
L
l
i
i
i
…
°
…
ー
i
i
i
i
－
ー
i
…
ー
ー
i
－
ー
i
°
ー
°
…
1

　
　
　
　
　
　
　
　］
友
解
＋
鰍
粧
手
口

　
　
　
　
〔
今
力
〕

（
上

紙
）
山
口
麻
呂

第
＝
一
号
文
書

　
　
〔
所
力
〕

　
山

口
解

一
　
〔
四
力
〕

口

口
人

申
請
根
事

　
　
　
〔
役
力
〕

　

口
物
口
［
］
人

口
口
n
口
口

　
　
　
　
　
〔
九
力
〕

賓
亀

十
一
年
口
月
n
］
日

　
　
第
二
三
号
文
書

　
　
　
　
　
（
自
署
）

　
　
口
朝
臣
「
真
身
」

三
紙
の
う
ち
、
第
＝
号
文
書
は
二
紙
か
ら
な
り
、

第

＝
一
・
二
三
号
文
書
の

19



漆紙文書に関する基礎的研究

竪

第12号文書

　　　　宙

匂

受纂

第23号文書

　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

図19　多賀城跡第11・12・23号文書実測図
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図20　上：多賀城跡第11号文書

　　　下：多賀城跡第12号文書

三　紙継ぎ目と文書内容の検討

漆
面
に

付

着
し
た
状
態
の
も
の
で
、
当
面
の
継
ぎ
目
の
問
題
で
は
除
外
し
て
お

き
た
い
。

　
現
状
で

は
、
長
径
約
三
八
㎝
、
短
径
約
二
六
㎝
で
あ
る
が
、
長
径
は
第
一
一

号
文
書
他
の
付
着
に
よ
る
も
の
で
、
漆
面
に
お
け
る
漆
の
付
着
状
況
は
や
は
り

円
型
を
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
推
定
径
は
約
三
三
～
四
㎝
程
度

で
、
前
掲
の
鹿
の
子
C
遺
跡
第
二
七
号
文
書
・
胆
沢
城
跡
第
四
〇
号
文
書
等
に

近
い
数
値

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
紙
の
た
め
の
紙
継
ぎ
は
第
一
二
号
文
書

＋

別
紙

を
上
に
し
て
、
第
二
一
二
号
文
書
＋
別
紙
の
合
わ
せ
て
四
紙
か
ら
成
り
立

っ

て

い

る
。
第
一
二
号
文
書
は
文
書
の
途
中
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

切
断
の

方
法
は

刀
子
等
の
利
器
を
使
用
せ
ず
に
破
り
と
っ
た
か
、
折
り
目
を
つ

21



漆紙文書に関する基礎的研究

図21上：多賀城跡第3号文書（赤外線テレビ写真）

　　下：多賀城跡第4号文書（赤外線テレビ写真）
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三　紙継ぎ目と文書内容の検討

け
た

状
態
か

ら
裂
い
た
よ
う
な
形
状
を
残
し
て
い
る
。

　
一
方
、
第
＝
一
号
文
書
の
解
文
の
事
書
と
平
行
し
て
右
側
に
幅
一
㎝
の
紙
の

重

な
り
が
認
め
ら
れ
る
。
右
紙
を
上
と
し
て
い
る
点
は
前
述
の
諸
例
と
同
様
で

あ
る
。
第
二
一
二
号
文
書
は
別
紙
の
上
に
の
せ
て
貼
り
継
い
で
い
る
。
文
書
全
体

に

墨
痕
の

残
り
が
悪
く
、
「
真
身
」
の
自
署
部
分
し
か
文
字
は
確
認
で
き
な
い

が
、
継
ぎ
目
は
自
署
の
左
に
接
す
る
よ
う
な
位
置
で
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
の

多
賀
城
跡
の
二
例
の
う
ち
、
◎
に
該
当
す
る
も
の
は
漆
の
ふ
た
紙
利

用
の
際
の
紙
継
ぎ
と
み
な
し
て
間
違
い
な
い
。
問
題
は
四
ヶ
所
で
認
め
ら
れ
た

◎
の
紙
継
ぎ
で
あ
る
。
四
ヶ
所
の
状
態
を
整
理
す
る
と
、
次
の
点
が
共
通
し
て

い
る
。

　
ω
　
継
ぎ
目
は
文
書
の
行
に
き
ち
ん
と
平
行
に
、
し
か
も
冒
頭
の
事
書
の
右

　
　
側

ま
た
は
末
尾
の
署
名
部
分
の
左
側
に
接
す
る
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
。

　
②
　
継
ぎ
目
の
重
な
り
の
幅
は
約
一
㎝
で
あ
る
。

　
紙
継
ぎ
目
の
幅
か
ら
い
え
ば
、
④
の
約
○
・
二
㎝
幅
の
も
の
と
、
◎
の
約
二

㎝
幅
の
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
＠
の
継
ぎ
目
の
性
格
を
決
定
づ
け

る
の
は
ω
の
文
書
内
容
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
。

　
ω
の
状
況
か
ら
、
一
通
ご
と
の
文
書
を
連
貼
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
二
号
文
書
以
下
の
宝
亀
一
一
年
の
解
文
類
は
い
ず
れ
も
紙
背

文
書
が
な
い
だ
け
に
、
原
状
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
文
書
作
成
前
の
所
作
で
は
な
く
、
作
成
さ
れ
た
文
書
を
連
貼
さ
せ
た
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

2

紙
継
ぎ
と
文
書
内
容
と
の
関
連

　
文
書
の
連
貼
作
業
は
諸
官
庁
で
の
文
書
整
理
の
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
正

倉
院
文
書
で
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
後
一
切
経
の
書
写
に
関
係
す

る
筆
墨
申
請
解
案
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
書
式
・
内
容
と
も
一
ま
と
ま
り
の
文

書
群
で
、
す
で
に
東
野
治
之
氏
に
よ
っ
て
天
平
一
八
年
八
月
＝
ハ
日
以
降
の
分

の

「
筆
帳
」
の
復
原
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
東
野
治
之
氏
の
次
の

よ
う
な
指
摘
は
本
稿
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き

（8
）

た
い
。

　

「
筆
帳
」
の
原
形
を
う
か
が
う
手
が
か
り
に
な
る
の
は
続
々
修
三
四
峡
二
巻

　
で

あ
る
。
こ
の
巻
は
、
天
平
廿
年
四
月
廿
一
日
付
の
筆
墨
申
請
解
を
筆
頭

　

に
、
以
下
天
平
十
八
年
八
月
十
八
日
に
至
る
計
十
八
通
を
貼
り
継
い
だ
も
の

　

で
、
巻
尾
に
「
筆
帳
」
の
墨
書
を
も
つ
題
籔
付
き
の
軸
が
付
け
ら
れ
て
い

　

る
。
こ
の
帳
簿
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
軸
の
あ
る
左
端
を

　
巻
首
と
し
て
、
普
通
と
は
逆
に
右
側
に
巻
き
こ
ん
で
い
く
巻
子
で
あ
っ
た
と

　
考

え
ら
れ
る
。
即
ち
こ
の
巻
子
に
連
貼
さ
れ
た
筆
墨
申
請
解
は
、
一
部
白
紙

　

を
挿
入
し
て
貼
り
継
い
だ
個
所
を
除
く
と
、
例
外
な
く
右
側
の
紙
が
上
に
な

　

る
よ
う
貼
ら
れ
て
お
り
、
当
初
の
継
ぎ
方
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

　
が
、
文
書
の
日
付
は
軸
付
き
の
方
か
ら
順
に
新
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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漆紙文書に関する基礎的研究

　
こ

れ

は

最
初
に
軸
付
き
の
一
紙
が
あ
り
、
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
順
次
新
し
い

　
案
文
が

そ
の
右
側
に
貼
り
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
従
っ
て
こ
の

　
巻
子

は
、
全
体
と
し
て
奈
良
時
代
に
お
け
る
解
案
保
存
の
あ
り
さ
ま
を
よ
く

　
伝

え
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
途
中
に
は
な
お
何
通
か
の
解
案
の
欠
落
が

　
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ

の

筆
墨
申
請
解
案
の
保
存
の
仕
方
は
、
多
賀
城
跡
の
先
の
漆
紙
文
書
の
状
態

と
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
は
、
紙
の

貼

り
継
ぎ
は
多
賀
城
の
例
も
右
側
の
紙
が
上
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
書
内

容
に
着
目
す
る
と
、
非
常
に
興
味
深
い
事
実
が
存
す
る
こ
と
に
気
が
付
く
の
で

あ
る
。

　
多
賀
城
跡
第
二
・
三
・
四
・
二
四
号
文
書
は
い
ず
れ
も
あ
い
に
く
解
の
差
出

部
分

ま
た
は
年
紀
な
ど
を
欠
く
断
簡
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
あ
る

程
度
推
測
可
能
で
あ
る
。

　
第

二
号
文
書
は
差
出
部
分
を
欠
く
が
、
郡
司
の
署
名
か
ら
磐
城
郡
司
解
文
と

み
て

間
違
い
な
い
。
第
三
号
文
書
は
年
紀
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
一
一
（
七
八

〇
）
年
の
み
だ
が
、
本
文
中
に
コ
起
九
月
九
日
迄
田
五
日
」
と
、
お
そ
ら
く
公

根
請
求
の

日
数
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
第
二
号
同
様
、
宝
亀

一
一
年
九
月
頃
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
号
文
書
は
年
紀
は
「
實
山
」
の

み
で

あ
る
が
、
宝
亀
と
判
断
で
き
る
。
第
二
四
号
文
書
は
解
の
事
書
と
本
文
の

一
部
し
か
残
存
し
な
い
が
、
本
文
中
に
「
口
九
月
十
日
」
の
記
載
が
あ
る
。

　
以
上
か

ら
、
四
通
の
文
書
の
う
ち
、
二
通
は
確
実
に
宝
亀
一
一
年
九
月
の
も

の

で

あ
り
、
残
り
の
二
通
も
、
「
實
［
」
と
「
口
九
月
十
日
」
の
記
載
か
ら
、

反
故
紙
の
漆
の
ふ
た
紙
利
用
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
文
書
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
も
十
分
に
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
点

を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
の
が
、
前
述
の
文
書
整
理
の
際
の
連
貼
行
為
と
み

な
す
考
え
方
で
あ
る
。

・
第
二
号
…
…
宝
亀
十
一
年
九
月
十
七
日
付
磐
城
郡
司
解
文

　
第

三
号
…
…
宝
亀
十
一
年
九
月
某
日
付
某
郡
司
解
文

　
第
四

号
…
…
宝
亀
某
年
付
某
郡
司
解
文

　
第
二
四
号
…
…
某
年
（
九
月
）
付
某
解
文

　
ま
ず
、
第
二
号
と
第
三
号
は
紙
継
ぎ
幅
約
一
㎝
で
、
第
二
号
を
上
と
し
て
貼

り
継
い
で
お
り
、
と
も
に
宝
亀
一
一
年
九
月
付
の
郡
司
解
文
で
あ
る
。
第
三
号

の

文
書
作
成
の
月
日
は
そ
の
内
容
か
ら
あ
る
程
度
推
測
は
可
能
で
あ
る
。
す
な

わ

ち
、
第
三
号
と
同
様
の
公
根
請
求
文
書
二
例
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
る
と
、

第
一
号

創
川
か
叫
，
，
，
，
，
，
，
，
一
　
　
　
　
〔
八
力
〕

〕
‘
仇
旧
置
］
月
＋
口
日
合
＋
箇
［

　
　
　
　
賓
亀
十
一
年
九
月
廿
［

　
　
　
　
　
行
方

團
口
毅
上
毛
野
朝
［

第
五
号
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三　紙継ぎ目と文書内容の検討

コ
　
コ
コ
ロ
コ
　
コ
　
コ
　
コ
コ
コ
コ
コ
コ
コ
ロ
コ
コ
　
　
エ
　
ト
ン

山
魁
三
斗
［
…

ー
．
」
．
・
．
・
「
．
■
．
．
．
．
．
．
．
’
．
．
．
．
．
一

　
　
書
生
二
人
　
膳
部
［

口
廿
一
日
毒
廿
九
日
合
九
箇
日
根
［

　
　
　
　
　
天
臆
元
年
五
月
十
八
日
書
生
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

厨
［

と
あ
り
、
請
求
期
間
の
直
前
ま
た
は
直
後
の
日
を
も
っ
て
文
書
が
発
せ
ら
れ
て

い

る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
号
文
書
の
請
求
期
間
コ
劇
五
月
九
日
迄
固
九
日
」

か

ら
判
断
し
て
、
本
文
書
の
日
付
は
九
月
九
日
よ
り
二
、
三
日
前
ま
た
は
二
十

九

日
よ
り
二
、
三
日
後
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
紙
継
ぎ
目
の
存
在
か
ら
、

こ
れ
ら
の
解
文
が
先
の
正
倉
院
文
書
と
同
様
に
解
文
の
整
理
を
目
的
と
す
る
連

貼

と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
第
二
号
文
書
（
宝
亀
一
一
年
九
月
一
七
日
付
）
を
上

と
し
て
貼
り
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
号
文
書
は
九
月
上
旬
に
発
せ
ら
れ

た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
漆
の
ふ
た
紙
と
し
て
貼
り
継
が
れ
た
第
四
号

と
第
二
四
号
文
書
も
同
様
に
連
貼
さ
れ
、
し
か
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
ふ
た
紙

の

二
紙
以
上
の

貼

り
継
ぎ
は
連
続
し
た
内
容
の
文
書
で
あ
る
事
実
か
ら
考
え

て
、
第
四
号
・
第
二
四
号
両
文
書
は
本
来
第
二
号
・
第
三
号
文
書
の
右
ま
た
は

左
に
連
貼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
四
号
文
書
の
本
文

中
に
み
え
る
「
口
九
月
十
日
」
が
明
ら
か
に
宝
亀
＝
年
の
も
の
で
あ
り
、
同

様
に
第
四
号
文
書
も
、
「
賓
［
」
の
み
の
年
紀
の
記
載
で
あ
る
が
、
本
文
書
が

宝
亀
＝
年
九
月
頃
の
も
の
で
あ
る
と
類
推
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
多
賀
城
跡
第
＝
・
一
二
・
二
三
号
文
書
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
九
力
〕

が

い

え
る
の
で
あ
る
。
第
一
二
号
文
書
の
「
賓
亀
十
一
年
口
月
［
山
日
」
の

年
紀
か

ら
、
漆
面
に
付
着
し
て
い
る
第
一
一
号
は
と
も
か
く
、
第
二
三
号
文
書

は

自
署
の
み
で
は
あ
る
が
、
宝
亀
＝
年
九
月
頃
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
三
通
の
文
書
は
第
二
号
以
下
の
四
通
の
文

書
と
同
一
遺
構
の
出
土
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
年
紀
を
も
つ
解
文
で
あ
る
こ
と

か

ら
、
本
来
、
同
一
の
巻
子
仕
立
て
の
解
文
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で

は

な
い
だ
ろ
顯
・

　
結
局
、
漆
紙
文
書
の
三
種
類
の
継
ぎ
目
は
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　
④
　
文
書
の
行
に
平
行
し
て
、
幅
約
○
・
二
㎝
ほ
ど
の
丁
寧
な
継
ぎ
目
は
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
来
の
文
書
作
成
時
の
経
師
に
よ
る
紙
継
ぎ
で
あ
る
。

　
＠
　
文
書
と
文
書
の
間
に
認
め
ら
れ
る
幅
約
一
㎝
の
継
ぎ
目
は
官
衙
に
お
け

　
　

る
文
書
整
理
・
保
存
の
た
め
に
解
文
等
を
日
付
を
追
っ
て
連
貼
し
た
際
の

　
　

も
の
で
あ
る
。

　
◎
　
継
が
れ
た
文
書
の
あ
り
方
は
平
行
・
逆
方
向
あ
る
い
は
直
行
な
ど
多
様

　
　

で
、
継
ぎ
目
の
幅
も
約
二
㎝
で
最
も
粗
雑
な
継
ぎ
方
を
示
す
。
こ
れ
は
漆

　
　
の

ふ
た

紙

が
一
通
の
文
書
で
覆
い
き
れ
な
い
場
合
、
別
紙
を
継
ぎ
足
し
た

　
　

も
の
で
あ
る
。
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漆紙文書に関する基礎的研究

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
漆
紙
文
書
が
た
と
え
断
簡
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
文
字
以
上
の
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
例

え
ば
、
④
の
場
合
、
文
書
作
成
前
の
継
ぎ
で
あ
る
か
ら
、
継
ぎ
目
の
左
右

の

文
書
は
同
一
内
容
を
も
ち
、
基
本
的
帳
簿
類
で
あ
れ
ば
、
継
ぎ
目
裏
書
を
確

認
で

き
た
場
合
、
具
体
的
帳
簿
名
お
よ
び
年
紀
等
が
判
明
す
る
こ
と
が
十
分
に

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
＠
の
場
合
は
、
す
で
に
多
賀
城
跡
漆
紙
文
書
の
例
で
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
文
書
の
内
容
や
年
紀
な
ど
を
欠
い
た
文
書
で
も
、
紙
継

ぎ
目
の
存
在
か
ら
一
連
の
文
書
と
し
て
と
ら
え
て
、
そ
れ
ら
を
類
推
す
る
こ
と

が

可
能
な
の
で
あ
る
。
◎
の
場
合
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
紙
と
補
紙
と
は

内
容
的
に
関
連
と
い
う
よ
り
連
続
す
る
文
書
に
よ
る
貼
り
継
ぎ
の
場
合
が
多
い

だ

け
に
、
や
は
り
、
内
容
的
に
相
互
に
補
完
し
合
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。　

さ
ら
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
方
官
衙
に
お
け
る
公
文
書
の
整
理
・
保
存

さ
ら
に
反
故
の
あ
り
方
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
地
方

官
衙
に
お
い
て
も
、
公
文
書
の
整
理
は
中
央
官
司
と
同
様
に
、
内
容
・
書
式
等

に

応

じ
た
細
か
な
分
類
を
行
い
、
題
籔
を
付
し
、
巻
子
仕
立
て
と
し
た
と
思
わ

　
（
1
0
）

れ

る
。
こ
の
こ
と
は
近
年
、
地
方
官
衙
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
題
籔
の
出

土
例
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

〔
例

1
〕
　
大
宰
府
学
校
院
跡
東
辺
部
（
一
九
八
一
年
）

・
延
長
五
年
知
閻
（
。
べ
）
…
N
・
。
・
六
一
型
式

　
　
　
　
　
　
〔
下
力
〕

・

1
唖
輪
警
消
に
よ
り
判
読
轟
な
も
の
を
一
ξ

　
　
　
　
　
〔
米
力
〕

〔
例

2
〕
　
下
野
国
府
跡
第
一
八
次
調
査
（
政
庁
西
隣
地
区
ー
一
九
八
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
K
－
O
＝
二
土
墳
出
土
（
図
2
2
）

　
　
　U
口
　
　
　
（
O
N
）
×
N
『
×
O
　
O
六
一
型
式

　
・
×

　
　
　
口
文

　
　
〔
解
力
〕

　
　
〔
薬
力
〕

　
　
　
口
師
寺

　
・
×

　
　
　
月
料

〔
例
3
〕
　
同
S
K

　
　

「［
川
］

　
　
　
始
政

日
文

〇

二
七
出
土

（O
ω
）
×

（N
べ
）
×
O
　
O
六
一
型
式

S図22下野匡府跡鹿籔木簡
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四　漆紙文書の残存状況と文書の復原

　
　

「
二
月
口
口

　
　
　

［
U

　
こ

の

う
ち
、
例
え
ば
、
例
2
の
木
簡
は
下
野
国
薬
師
寺
よ
り
下
野
国
府
あ
て
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

上
申
さ
れ
た
月
料
に
つ
い
て
の
文
書
を
整
理
し
た
際
に
付
し
た
題
籔
で
あ
ろ
う
。

「

　
°
　
　
　
°
㌔
　
゜

～●一幼
’

〔”アー一；’ミ’

．

．
・
い
り

　　　藷
透
麿
董
望
藩

ー
‖
題
1
㌧

と
ど
め
る
御
野
国
山
方
郡
三
井
田
里
戸
籍
や
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
の
よ
う
に

原
表
紙
に
そ
れ
ぞ
れ
「
廿
二
帳
」
「
八
十
五
帳
」

入
れ

が
あ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
（
図
2
3
）
。

っ

て

官
文
書
の
紙
数
を
数
え
た
際
の
書
入
れ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

民
部
省
や
中
務
省
か
ら
東
大
寺
写
経
所
等
に
払
下
け
ら
れ
る
際
に
は
、

形
の

ま
ま
で
あ
り
、
写
経
所
内
で
実
際
に
写
経
生
等
に
支
給
さ
れ
る
際
に
は
必

要
に

応

じ
て
ば
ら
ば
ら
に
切
断
さ
れ
た
こ
と
は
東
野
治
之
氏
の
指
摘
す
る
と
お

　
　
（
1
4
）

り
で
あ
る
。

　
漆
工
人
に
払
下
げ
ら
れ
る
反
故
紙
の
場
合
も
、
上
記
の
よ
う
な
漆
紙
文
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
諺
・

　

と
い
っ
た
用
紙
数
を
示
す
書

こ
れ
は
反
故
紙
の
支
給
に
先
だ

　
　
　
　
　
　
　
　

し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
子
の

　
以
上
の

点
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
考
え
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
地
方
官
衙
に

お

い

て
、
官
衙
直
属
の
漆
工
人
へ
の
反
故
紙
の
払
下
げ
は
巻
子
の
形
の
ま
ま
に

行
わ
れ

た

可
能
性
が

強
い
。
先
に
あ
げ
た
◎
・
◎
の
事
例
は
す
べ
て
そ
の
こ
と

を
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
は
、
巻
首
を

み
ら
れ
る
継
ぎ
目
＠
・
◎
い
ず
れ
も
、

る
と
考
え
て
大
過
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四
　
漆
紙
文
書
の
残
存
状
況
と
文
書
の
復
原

1
　
漆
紙
の
廃
棄
形
態

図23正倉院文書・御野国

　　　戸籍原表紙「廿二張」

巻
子
の
形
で

あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い

　
漆
の
ふ
た
紙
の
廃
棄
の
仕
方
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
形
態
が
あ
る
。

θ
　
ふ
た
紙
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
投
棄
し
て
い
る
も
の
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．

え
メ

留
4
ほ
つ
・

債
菜
朽
渉
木
゜

莞
禎
皇

弟
夜
兎⑮8

“
二

図24　胆沢城跡第40号文書実測図

　　　（『昭和58年度発掘調査概報より』

　
裏
面
の
漆
が
硬
化
し
た
状
態
の
ま
ま
で
投
棄
さ
れ
、
漆
の
付
着
し
な
い
部
分

が

地
下
で

腐
蝕

し
、
円
型
に
残
存
し
た
も
の
で
、
直
径
に
は
十
数
㎝
の
も
の
か

ら
三
〇
㎝
を
超
え
る
大
型
の
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
（
例
）
　
胆
沢
城
跡
・
第
三
号
文
書
・
第
四
〇
号
文
書
（
図
2
4
）
、
鹿
の
子
C

　
　
　
遺

跡
・
第
二
七
号
文
書
他

　
そ
の
他
、
漆
を
中
に
挟
み
、
二
枚
を
重
ね
て
棄
て
て
い
る
例
も
あ
る
（
秋
田

城

跡
・
第
二
三
号
文
書
他
）
。
漆
の
硬
化
か
ら
い
え
ば
、
ほ
ぼ
同
時
の
作
業
に

使
用

さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
一
方
の
文
書
が
年
紀
を
有
し
て
い

る
場
合
、
年
紀
の
な
い
別
紙
も
文
書
の
性
格
を
も
ち
ろ
ん
考
慮
し
た
上
で
、
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ぼ
近
い
年
代
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

図25胆沢城跡第18号文書

　　　（展開したものは図1参照）

㈲
　
二
つ
折
り
の
状
態
の
も
の

　
漆
紙
の

投

棄
の
仕
方
と
し
て
は
最
も
一
般
的
な
も
の
で
、
漆
液
を
内
側
に
し

て

包
み
こ

む

よ
う
に
折
り
た
た
ん
で
、
投
棄
す
る
の
で
あ
る
。
文
字
面
が
外
側

の

場
合
は
原
状
の
ま
ま
で
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
内
側
の
場
合
に
は
、

人
為
的
に
切
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
文
字
が
地
中
で
の
風
化
を

免

れ
、
墨
痕
の
残
存
は
き
わ
め
て
良
好
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
（
例
）
　
胆
沢
城
跡
・
第
一
八
号
文
書
（
文
字
は
外
側
の
面
に
あ
り
）
（
図
2
5
）
他

内
　
二
つ
折
り
以
上
の
複
雑
な
形
に
折
り
た
た
ん
だ
状
態
の
も
の
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図26 胆沢城跡第1号文書（『昭和56年度発掘調査概報』より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　ぎぷ　　‥1⑰　ぶ｛葦・蝋こ鰍　…

図28　土器に付着した漆紙文書

　　　（多賀城跡第96号文書）

　㌔　“　　　　　㌧

一
灘繊聾嚢

　　　　　　ア　　　　ヰペ　　　　　　　、惑人采旨
　　　　　　　　蝋　／

図27　多賀城跡・漆絞り布
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漆紙文書に関する基礎的研究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ

の
場
合

は
、
文
字
の
解
読
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
し
、
現
段
階
で
は
非
破

ヘ
　
　
へ

壊
的
調
査
法
が
な
い
だ
け
に
、
多
少
の
資
料
の
損
傷
を
前
提
と
し
て
、
切
開
作

業

を
行
わ
な
け
れ
ば
、
文
書
全
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
胆
沢
城
跡
・
第
一
号
文
書
は
出
土
当
時
の
ま
ま
で
は
、
数
文
字
が
あ
る
こ

と
は
確
認
で
き
て
も
、
文
書
内
容
を
知
る
術
も
な
か
っ
た
が
、
丁
寧
に
切
開

し
、
そ
れ
ら
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鎮
兵
の
具
体
的
な
出
身
国
お
よ
び
配

分
数

を
明
ら
か
に
で
き
た
。
な
お
、
図
2
6
の
ご
と
く
、
展
開
し
た
も
の
は
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

原
状
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
各
地
の
遺
跡
に
お
い
て
、
大
多
数
の
資
料
は
時
間
的
な
問
題
と
、

特
に
表
に
文
書
が
見
え
、
な
お
か
つ
紙
背
文
書
を
も
つ
も
の
は
一
方
を
一
部
破

損
し
か
ね
な
い
だ
け
に
、
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
状
態
に
近
い
が
、
よ
く
観
察
す
る
と
、
ひ
ね
っ
た
形
で
出
土
し
て

い

る
資
料
が
み
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
な
状
態
の
布
は
多
賀
城
跡
（
図
2
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

・

鹿
の
子
C
遺
跡
・
平
城
京
左
京
八
条
三
坊
跡
な
ど
で
出
土
し
、
す
で
に
漆
の

絞

り
布
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
ひ
ね
っ
た
状
態
の
紙
も
布
と
同

様
、
漆
に
混
入
し
て
い
る
異
物
な
ど
を
漉
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
紙
も
お

そ
ら
く
文
書
の
反
故
を
使
用
し
た
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
、
出
土
点
数
は
少

仁
㎎
が
、
今
後
の
出
土
例
が
期
待
さ
れ
る
（
図
6
の
現
代
工
人
の
例
を
参
照
）
。

⇔
　
土
器
に

付
着
し
た
漆
紙

　
こ

れ
は

漆
塗

り
の
作
業
と
し
て
、
漆
桶
か
ら
漆
を
と
り
分
け
て
パ
レ
ッ
ト
と

し
て
使
用
し
た
土
器
の
中
の
漆
液
に
ふ
た
紙
を
し
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
硬
化

し
た
た
め
、
土
器
ご
と
棄
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
出
土
例
は
意
外
に
多

く
、
き
わ
め
て
保
存
の
良
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
風
化
の
い
ち
じ
る
し
い
も
の
も

あ
り
一
定
し
な
い
。

　
（
例
）
　
保
存
の
良
い
例
　
多
賀
城
跡
・
第
九
六
号
文
書
（
図
2
8
）
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
　
　
保
存
の
悪
い
例
　
福
島
県
関
和
久
遺
跡
・
第
一
号
文
書
他

2
　
文
字
の
遺
存
状
況

　
文
字
の
遺
存
の
仕
方
と
し
て
は
、
ふ
た
紙
と
す
る
文
書
の
表
裏
と
漆
の
付
着

状
況
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
四
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

θ
　
文
書
を
表
と
し
て
、
裏
面
に
漆
が
付
着
し
て
い
る
場
合
で
、
文
字
は
正
字

　
で
読
み
と
れ
る
。

　
こ

の

例
は
最
も
多
い
遺
存
例
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
紙
背
文
書

が

存
在
す

る
時
、
表
の
文
字
が
鮮
明
に
読
み
と
れ
る
場
合
に
は
、
紙
背
の
文
字

は

滲
み
出
た
墨
痕
を
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

1

　

一

3

コ

一

　　　　　　　　　4
、■rlr墨書　1・2は正

　　　　　　字，3・4
　　　　紙　　　　　　は左文字と

べ濠　して読みと
　　　　　　れる。

　図29　漆付着模式図
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四　漆紙文書の残存状況と文書の復原

回
　
④

と
同
様
の
場
合
で
、
文
字
は
正
字
と
左
文
字
が
同
時
に
読
み
と
れ
る
。

　
表
の

文
字
の
画
数
の
一
部
が
失
わ
れ
る
く
ら
い
に
風
化
し
た
場
合
は
、
紙
背

の

文
字
は

左
文
字
と
し
て
読
み
と
れ
る
状
態
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
紙
の
本
来

の

厚

さ
が
表
か
ら
次
第
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
紙
背
の
文
字
が
明
確
に
な

る
の
で
あ
る
。

内
　
ω
と
同
様
の
場
合
で
、
紙
背
文
書
の
左
文
字
の
み
が
読
み
と
れ
る
。

　
⇔
の
状
態
が
さ
ら
に
進
ん
だ
場
合
で
、
表
の
文
字
が
完
全
に
失
わ
れ
、
紙
背

の

文
字
の
み
が
遺
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
様
に
左
文
字
で
読
み
と
れ
る
例
で
あ
る
が
、
ふ
た
紙
に
す
る
際

に
、
文
書
の
書
か
れ
た
面
を
漆
液
に
密
着
さ
せ
た
場
合
は
次
の
よ
う
な
作
業
が

必
要
で
あ
る
。

　
紙
の

厚
さ
が
原
状
を
維
持
し
て
い
る
時
に
は
、
文
字
は
滲
む
程
度
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
方
の
漆
の
付
着
し
な
い
面
に
文
字
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

上

で
、
人
為
的
に
紙
を
削
り
取
り
、
文
字
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合

は

文
字
が
最
も
鮮
明
に
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

目
　
ω
、
回
、
内
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
左
文
字
の
一
部
ま
た
は
全

　

く
文
字
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
。

　
文
字
遺
存
の

最

も
悪
い
ケ
ー
ス
は
表
の
文
書
の
存
在
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
紙
の
厚
さ
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
、
漆
付
着
面
の
文
字
（
左
文
字
）
が
す
で

に

画
数
を
一
部
失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

を
r

職
琿
’

図30　文字を全く確認できない漆紙

　　　（胆沢城跡）

　
　
　
　
　
　
総
9
彩
擦
織
裕

　
漆
紙
は
こ

れ

ま
で
の
各
地
の
遺
存
例
で
い
え
ば
、
大
部
分
は
文
字
を
確
認
し

て

い

る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
文
字
を
全
く
認
め
る
こ
と
が
で
き

ず

に
、
ふ
た
紙
に
白
紙
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
漆
紙
を
綿
密
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
紙
の
厚
さ
が

ほ

と
ん
ど
な
く
、
表
面
が
す
で
に
平
板
を
な
し
、
若
干
の
光
沢
さ
え
も
ち
、
明

ら
か
に
紙
質
を
失
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
漆
紙
は
赤
外
線
テ
レ
ビ

カ
メ
ラ
で
丹
念
に
調
査
し
て
も
、
全
く
文
字
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
る
（
図
3
0
）
。
こ
れ
は
、
一
応
文
字
な
し
と
判
定
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

白
紙
で
は
な
く
、
風
化
に
よ
っ
て
文
字
が
全
く
失
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
（
2
1
）

紙
の

貴
重

な
当
時
、
漆
の
ふ
た
紙
に
あ
え
て
白
紙
を
使
用
し
た
と
は
考
え
に
く
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漆紙文書に関する基礎的研究

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3
　
文
書
の
復
原

　
漆
紙
文
書
発
見
当
初
か
ら
筆
者
ら
が
強
調
し
て
き
た
そ
の
特
性
の
一
つ
が
、

木
簡
と
異
な
り
、
断
簡
で
あ
っ
て
も
、
現
存
す
る
正
倉
院
文
書
等
を
参
照
し
な

が

ら
原
状
復
原
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
漆
紙
文
書
は
出
土
資

料
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
文
書
の
書
式
と
比
較
し
な
が
ら
、

小

さ
な
断
簡
を
よ
り
完
全
な
一
通
の
文
書
に
復
原
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
復
原
を
行
い
、
す
で
に
各
報
告
書
に
収
載

さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
、
最
も
端
的
な
例
を
要
約
し
て
あ
げ
る
こ
と
と
す

る
。〔

例
1
〕
　
胆
沢
城
跡
・
第
一
八
号
文
書
（
図
7
・
3
2
・
3
3
）

　
本
断

簡
は
、
「
古
文
孝
経
孔
子
伝
」
の
写
本
で
、
巻
子
本
の
一
部
と
判
断
で

き
る
。
「
古
文
孝
経
」
は
二
二
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
本
断
簡
は
士
章

五
、
庶
人
章
六
、
孝
平
章
七
、
三
才
章
八
の
四
章
分
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
現
存
す
る
「
古
文
孝
経
孔
子
伝
」
の
古
い
写
本
の
一
つ
で
あ
る
建

治
三

（
一
二
七

七
）
年
八
月
書
写
の
三
千
院
本
を
参
考
と
し
て
、
本
断
簡
を
復

原
し
て
み
た
い
。

　
本
断
簡
は

幸
い
料
紙
の
上
部
が
一
部
残
存
し
、
天
界
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
、
数
行
の
行
頭
部
分
が
確
認
で
き
る
。
三
千
院
本
は
一
行
一
七
文
字
で
あ
る

図31坂上「廣野」自署部分

　　　（多賀城跡第103号文書）

こ

と
か
ら
、
行
頭
を
手
が
か
り
に
並
べ
か
え
る
と
、
一
行
は
注
文
の
方
○
．
七

㎝
の

文
字
で

約
二
八
文
字
前
後
と
な
る
。

　
こ

の

作

業
の
結
果
、
残
画
部
分
も
判
読
が
可
能
と
な
り
、
な
お
か
つ
、
本
断

簡
は
章
立
て
を
せ
ず
に
、
全
章
を
書
き
連
ね
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

〔
例

2
〕
　
多
貿
城
跡
・
第
一
〇
三
号
文
書
（
図
3
1
）

　
　
U
事
口
一

　
　
　
　
口
口
但
口
口
［

　
　
　
　
〔
事
力
〕
〔
状
力
〕

　
　
　
口
循
録
口
口
謹
解

　
　
　
　
　
　
　

弘
仁
十
四

年
七
月
十
一
日

　
　
　
…
：
…
…
…
…
…
．
…
：
…
…
…
…
：
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
（
折
れ
目
）
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四　漆紙文書の残存状況と文書の復原

　　　　図32京都・三千院本r古文孝経孔子伝』（影写本より）

籐

進

徳

修
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恭

辱

其

父

母

也

能

揚

名
顕
子
日
因
天
之
山
百
就
地
之
利

゜
＃
難
㌶
鷲
禦
慧
㌶
鷺
撲
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・
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稼
猫
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務
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時
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物
地
宜
除
田
撃
殖
深
耕
疾
擾
時
雨
既
至

播

殖

百

馨

挾

其
槍
刈
脩
其
墾
畝
脱
衣
就
功
曝
其
髪
膚
旦
暮
従
事

　

髪
ー
塗
足
少
而
習
焉
其
、
休
是
故
　
　
　
　
　
不
粛
而
成
其
子
弟
之

無
患
財
誘
捲
曇
設
人
亡
之
蕊
鷲
ピ
柔
之
L

終

始

然

後

乃

善

其
不

臣
而
忠
為
子
而
順
此

‥ぽゴ
．
大
鶯
襟
…
竃
継
．
‥
高
已
．
鐙
ぱ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

経

常

也

誼

宜

也

子

日
夫
孝
天
之
経
也
地
之
誼
也
民
之
行
也
行
所
由
也
亦

皆

謂

常

也

夫

天

有
・
常
節
地
有
常
宜
人
有
常
行
一
説
而
不
変
此
謂
三
常
孝
共

　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト

守
忠
陰
口
雛
雛
皐
ピ
鷲
…
竃
繍
曇
雑

図33　胆沢城跡出土「古文孝経子
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漆紙文書に関する基礎的研究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
（
自
署
）

　　　　
「
籠
　
　
少
目
三
村
部
野
口
」

　
　
　
U
口
野
」

　
　
　
　
「
〔
石
力
×
雄
力
〕

　
　
　
　
　
　
　

口
」

　
　
　
〕

口

　
（
左
文
字
）

　
　
（
略
）

　
解
の
書
式
。
事
書
の
一
部
と
解
文
の
末
尾
部
分
そ
し
て
年
月
日
と
署
名
か
ら

成

る
。
弘
仁
一
四
年
は
八
二
三
年
。
こ
こ
で
は
、
位
署
部
分
の
行
上
の
署
名
に

注

目
し
て
み
よ
う
。
日
下
の
署
名
が
少
目
で
あ
る
こ
と
と
書
き
止
め
文
言
が

「
謹
解
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
は
国
司
か
ら
太
政
官
へ
の
上
申
書
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
行
上
の
署
名
は
こ
こ
で
は
自
署
部
分
の
み
し
か
認
め
ら

れ

な
い
が
、
連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
応
、
守
と
介
の
名
（
権
・
員
外
を

含
め

て
）
と
判
断
し
て
よ
い
。
さ
て
弘
仁
一
四
年
（
七
月
＝
日
）
当
時
の
陸

奥
守
お
よ
び
介
は
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
。
残
念
な
が
ら
、
弘
仁
一
四
年
は
周

知
の

と
お
り
、
『
日
本
後
紀
』
の
閾
失
部
分
に
あ
た
る
た
め
、
不
明
と
さ
れ
て

い

る
。
し
か
し
、
「
類
聚
国
史
」
や
『
公
卿
補
任
』
な
ど
を
用
い
て
史
料
操
作

を
行
っ
た
結
果
、
弘
仁
一
四
年
七
月
当
時
の
陸
奥
守
は
坂
上
田
村
麻
呂
の
第
二

子
廣
野
の
可
能
性
が
強
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
翻
っ
て
、
漆
紙
文
書
の
守
の
部

分
の

自
署
を
再
検
討
す
る
と
、
「
口
野
」
と
あ
る
「
野
」
の
上
の
文
字
は
、
半

分
欠
損

し
て
い
る
が
、
「
ム
」
と
い
う
残
画
が
読
め
、
こ
れ
は
「
廣
」
の
下
部

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
史
料
操
作
と
漆
紙
文
書
の
自
署
の
文
字
の
判

読
か
ら
、
坂
上
廣
野
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
操
作
を
経
て
、

陸
奥
介
も
、
一
応
、
小
野
朝
臣
石
雄
が
有
力
候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
文
書
の
書
式
に
照
ら
し
て
、
位
署
部
分
の
行
上
の
わ
ず
か
な
残
画
の
自
署
か

ら
、
国
司
を
割
り
出
し
、
正
史
の
開
失
部
分
に
新
史
料
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

五
　
漆
紙
文
書
と
遺
構

　
木
簡
が
各
地
の
古
代
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
遺
跡
全
体
や
各
遺
構
の

性
格
お
よ
び
年
代
を
決
定
す
る
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
な
い
。
そ
れ
は
木
簡
が
官
衙
等
の
機
能
を
端
的
に
伝
え
る
資
料
で
あ
る
と
と

も
に
、
木
簡
の
特
性
と
し
て
、
使
用
後
ま
も
な
く
廃
棄
し
、
長
期
間
保
存
す
る

こ

と
が
通
常
あ
ま
り
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
極
端
な
場
合

は
、
た
っ
た
一
点
の
木
簡
が
そ
の
遺
跡
の
性
格
お
よ
び
年
代
を
決
定
す
る
例
も

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
に

対
し
て
、
漆
紙
文
書
は
、
本
来
の
文
書
の
反
故
を
二
次
的
に
漆
の
ふ

た

紙

と
し
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
書
内
容
お
よ
び
年
紀
が
た

だ

ち
に
遺
跡
の
性
格
や
年
代
決
定
の
資
料
と
は
な
り
に
く
い
と
す
る
の
が
こ
れ

ま
で
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
漆
紙
文
書
が
遺
構
か
ら
な
か

ば

切
り
離
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
が
ち
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
本
章
で

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
個
々
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
、
再
検
討
を



五漆紙文書と遺構

試
み
た
い
。

1

漆
紙
文
書
と
遺
構
年
代
ー
既
報
告
例
よ
り
ー

　
こ

れ

ま
で
の
漆
紙
文
書
を
出
土
し
た
調
査
例
の
う
ち
、
次
に
あ
げ
る
遺
跡
は

比
較
的
点
数
が
多
く
、
ま
た
年
紀
の
記
載
が
あ
り
、
し
か
も
、
出
土
遺
構
お
よ

び
層
位
が
比
較
的
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
遺
構
と
、
年
紀
を
有

す
る
文
書
に
つ
い
て
調
査
報
告
書
の
記
述
を
要
約
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　　　　　◎印1ほ紙文書出口点

図34　多賀城跡全体図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

〔
例
1
〕
　
多
貿
城
跡
・
政
庁
地
区
南
西
部
・
土
墳
S
K
一
一
〇
四

　

S
K
一
一
〇
四
は
政
庁
西
辺
南
半
築
地
の
内
側
に
沿
っ
て
検
出
さ
れ
た
、
南

北
約
六
m
、
東
西
約
三
・
五
m
、
深
さ
約
○
・
二
m
の
不
整
形
を
な
す
大
土
墳

で

あ
る
。
こ
の
土
墳
は
西
で
第
H
期
〔
八
世
紀
中
頃
～
宝
亀
＝
　
（
七
八
〇
）

年
の
伊
治
公
皆
麻
呂
の
乱
に
よ
る
焼
失
ま
で
〕
石
組
溝
を
切
り
、
東
で
須
恵
系

土
器

を
含
む
S
K
O
六
九
土
墳
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
い
る
。
埋
土
か
ら
は
漆
紙

文
書
の
他
、
四
八
点
の
軒
瓦
を
含
む
多
量
の
瓦
と
、
少
量
の
土
師
器
・
須
恵

器
・
円
面
硯
・
土
錘
な
ど
が
出
土
し
た
。
文
様
瓦
と
し
て
は
第
皿
期
〔
宝
亀
一

一

（
七
八

〇
）
年
の
火
災
直
後
～
貞
観
＝
（
八
六
九
）
年
の
陸
奥
国
大
地
震

ま
で
〕
ま
で
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
須
恵
器
は
ヘ
ラ
切
り
の
も
の
が
主
体
を

占
め
、
土
師
器
は
ロ
ク
ロ
に
よ
ら
な
い
大
型
甕
の
破
片
、
ロ
ク
ロ
調
整
の
小
型

の

甕
、
そ
れ
に
ロ
ク
ロ
調
整
で
糸
切
り
の
後
に
手
持
ち
ヘ
ラ
削
り
を
施
し
た
内

　
　
　
　
（
幻
）

黒
の
杯
が
あ
る
。
土
墳
の
土
器
の
年
代
は
九
世
紀
前
半
頃
で
あ
る
。

　

な
お
、
政
庁
第
皿
期
に
つ
い
て
は
第
一
小
期
と
第
二
小
期
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
小
期
の
造
営
は
宝
亀
＝
　
（
七
八
〇
）
年
の
火
災
直
後
の
暫
定
的
な
も
の

で
、
造
営
時
に
は
す
で
に
本
格
的
な
造
営
で
あ
る
第
二
小
期
の
配
置
計
画
が
成

立

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
格
的
な
第
二
小
期
の
造
営
は
宝
亀
一
一
年
の

火
災
か
ら
そ
う
降
ら
な
い
八
世
紀
末
頃
と
み
ら
れ
る
。

　
漆
紙
文
書
は
八
九
点
出
土
し
て
い
る
が
、
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
る
文
書
は
計

一
〇
点
あ
る
。
年
代
順
に
示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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五　漆紙文書と遺構

第
二
号

第
一
号

第
一
二
号

第
三
号

第
四
号

第
六
号

第
五
号

第
七
号

第
四

五
号

第
五
八
号

　

し
た
が
っ
て
、

宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）

に

限
ら
れ
る
。

は
ほ

ぼ
こ

の

時
期
に
併
行
し
て
文
献
上
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
検
討
の
結

　
　
　
　
（
2
4
）

果
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
政
庁
地
区
南
西
部
出
土
の
漆
紙
文
書
は

き
わ
め
て
短
期
間
の
文
書
の
反
故
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
例
2
〕
　
鹿
の
子
C
遺
跡

　
本
遺
跡
か
ら
は
、
竪
穴
住
居
跡
＝
ハ
九
軒
、
連
房
式
竪
穴
遺
構
五
棟
、
掘
立

柱
建
物
跡
三
一
棟
、
工
房
跡
一
九
基
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構
・

遺
物
の
多
く
は
、
出
土
須
恵
器
の
編
年
的
分
析
に
よ
っ
て
八
世
紀
末
か
ら
一
〇

賓
躯

十
一
年
九
月
十
七
日

實
亀
十
一
年
九
月
廿
［

　
　
　
　
〔
九
力
〕

賓
亀
十
一
年
口
月
口
山
日

費
壺
十
一
年
［

賓
［

U
懸
元
年
五
月
九
日

天
鷹
元
年
五
月
十
八
日

延
暦
二
一
年
十
月
廿
八
［

延
暦

二
年
六
［

〔
延
力
〕

口
暦
［

　
政
庁
地
区
か
ら
出
土
し
た
年
紀
の
明
確
な
資
料
の
年
代
は
、

　
　
　
年
か

ら
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
ま
で
の
わ
ず
か
四
年
間

ま
た
年
紀
の
な
い
文
書
の
う
ち
第
二
二
号
の
「
征
東
使
」
の
語

世
紀
代
に
か
け
て
の
約
一
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
、
六
時
期
に
分
類
さ
れ
る
。
し

か

し
、
主
要
な
遺
構
は
第
－
期
前
・
後
半
、
第
H
期
前
・
後
半
の
四
時
期
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ら
れ
る
の
で
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
第
3
四
半
期
ま
で
で
あ
る
。
鹿
の
子
C

遺
跡
の
性
格
は
、
国
衙
工
房
と
考
え
ら
れ
、
出
土
遺
物
か
ら
、
鉄
鎌
・
小
札
な

ど
の
武
器
や
日
常
的
な
鉄
製
品
、
お
よ
び
釘
や
槍
鉋
な
ど
の
工
具
の
生
産
が
行

わ

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
造
営
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
蝦
夷
征
討
の

た
め
の
武
器
調
達
（
製
造
・
修
理
）
で
、
甲
小
札
の
出
土
が
、
第
1
期
・
第
2

期
前
半
に
区
分
さ
れ
る
遺
構
に
多
い
こ
と
は
、
こ
れ
と
符
合
す
る
。

　
漆
紙
文
書
計
二
八
九
点
の
う
ち
、
年
紀
の
あ
る
も
の
は
、
五
点
で
あ
る
。

第
一
九
八
号

　
　
　
　

（
七
四

九
～
五
七
）

（
七
八
二
～
八
〇
六
）

　
次
に
、
こ
れ
ら
の
年
紀
を
有
す
る
漆
紙
文
書
を
出
土
し
た
遺
構
に
つ

簡
単
に
報
告
書
の
記
述
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

〇
五
五
号
竪
穴
住
居
跡
…
…
「
延
暦
八
年
」
（
七
八
九
）

第
五
六
号

第

六
六
号

第
九
八
号

第

＝
七
号

「勝
賓
」

「
勝
賓
」
年
（
一
四
六
号
工
房
跡
出
土
、
た
だ
し
文
書
の
年

紀
で
な
く
文
章
中
の
表
記
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
）

「
延
暦
八
年
」
（
五
五
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）

延
暦
九
年
（
五
九
号
工
房
跡
出
土
籍
帳
紙
背
文
書
の
具
注
暦
）

「
延
暦
十
五
年
」
（
七
五
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）

「
延
暦
廿
口
」
年
（
七
五
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）

　
　
　
　
　
だ

け
が
と
び
ぬ
け
て
古
い
が
、
他
は
延
暦
年
間

　
に
お
さ
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
、
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規
模
は
六
・
○
×
四
・
八
m
で
、
覆
土
は
大
き
く
三
層
に
分
け
ら
れ
、
文
書

は

覆
土
下
層
お
よ
び
床
面
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
文
書
に
共
伴
し
て
、
土
師

器
・
須
恵
器
・
小
札
・
砥
石
が
出
土
し
て
い
る
。
須
恵
器
圷
は
、
底
径
が
口
径

の

二
分
の

一
以
上
の

も
の
と
、
以
下
の
も
の
が
あ
り
、
底
部
は
回
転
糸
切
り
の

も
の
と
、
ヘ
ラ
削
り
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
以
上
か
ら
当
住
居

跡

は
、
九
世
紀
中
頃
に
比
定
で
き
る
。

〇
五
九
号
工
房
跡
…
…
「
延
暦
九
年
」
（
七
九
〇
）

　
規

模
は
五
・
五
×
四
・
O
m
で
、
覆
土
は
大
き
く
三
層
に
分
け
ら
れ
、
文
書

は

覆
土
中
層
お
よ
び
床
面
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
文
書
に
共
伴
し
て
、
土
師

器
・
須
恵
器
・
鉄
津
・
羽
口
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
須
恵
器
圷
は
底
径
が
口

径
の
二
分
の
一
よ
り
大
き
く
、
底
部
は
確
認
で
き
る
も
の
は
ヘ
ラ
削
り
調
整
が

施
さ
れ
て
い
る
。
当
住
居
跡
の
年
代
は
九
世
紀
前
半
に
比
定
で
き
る
。

〇
七
五
号
竪
穴
住
居
跡
…
…
「
延
暦
十
五
年
」
（
七
九
六
）
「
延
暦
廿
口
」
年
（
八

　
〇
一
～
八
〇
六
）

　
規
模
は

三
・

○
×
六
・
O
m
で
、
覆
土
は
大
き
く
三
層
に
分
け
ら
れ
、
文
書

は
覆
土
中
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
文
書
に
共
伴
し
て
、
土
師
器
・
須
恵
器
・

砥
石

な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
須
恵
器
杯
は
底
径
が
口
径
の
二
分
の
一
で
静
止

ヘ

ラ
削
り
調
整
の
も
の
と
回
転
ヘ
ラ
切
り
後
無
調
整
の
も
の
が
混
じ
っ
て
い

る
。
当
住
居
跡
の
年
代
は
九
世
紀
中
頃
に
比
定
で
き
る
。

〇
一
四
六
号
工
房
跡
…
…
「
勝
賓
」
年
（
七
四
九
～
五
七
）

　
規
模
は

五
・

一

×
八
．
二
m
で
、
覆
土
は
大
き
く
三
層
に
分
け
ら
れ
、
文
書

は
覆
土
下
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
文
書
に
共
伴
し
て
、
多
量
の
土
師
器
・
須

恵
器
．
硯
・
瓦
・
羽
口
・
砥
石
・
鉄
製
品
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
須
恵
器
圷

は

回
転
ヘ
ラ
切
り
で
調
整
の
な
い
も
の
と
、
静
止
ヘ
ラ
削
り
調
整
が
施
さ
れ
た

も
の
と
が
あ
り
、
底
径
は
口
径
の
二
分
の
一
よ
り
大
き
い
。
覆
土
中
の
遺
物
と

床
面
出
土
の
遺
物
と
の
間
に
は
年
代
的
に
大
差
は
な
く
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世

紀
初
頭
に
か
け
て
の
年
代
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

〔
例
3
〕
　
胆
沢
城
跡
・
東
方
官
衙
地
区

　
（
そ
の
ー
）
　
第
四
〇
次
調
査
（
『
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
）
・
（
図
3
8
）

　
胆

沢
城
政
庁
の
東
方
官
衙
地
区
で
は
、
第
四
〇
次
調
査
に
お
い
て
、
建
物
跡

五
棟
、
柱
列
跡
二
条
、
土
壕
跡
九
な
ど
を
検
出
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
建
物
は
配
置
お
よ
び
掘
り
方
埋
土
の
状
況
か
ら
、
次
の
三
期
の
変

遷
が

想
定
さ
れ
る
。

S　S　S
A　B　B　A
六　六　六　期
五　四　四
〇　四　一

　＼／
↓SB　　B1

六　　期
四

〇

A
l

↓SB　　B2

六　　期
四

〇
B
l

C
期

↓
s
B
六
四
六

　

各
期
の
年
代
に
つ
い
て
は
B
期
、
特
に
跳
期
の
S
B
六
四
〇
B
建
物
跡
掘
り

方
に
土
師
質
土
器
を
多
く
含
み
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
以
降
の
年
代
が
与
え
ら
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れ

る
。
A
期
の
遺
構
か
ら
は
、
年
代
を
決
定
す
る
土
器
資
料
は
得
ら
れ
て
い
な

い

が
、
S
B
六
四
一
建
物
の
柱
間
寸
法
の
計
測
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
一
尺
二

九
・
八
六
㎝
は
、
各
地
区
の
調
査
結
果
で
は
古
い
一
群
を
構
成
す
る
数
値
で
あ

る
。　

こ

の

調
査

で
、
S
A
六
五
〇
柱
列
跡
の
西
約
三
m
の
位
置
に
南
北
方
向
に
連

な
っ
て
検
出
さ
れ
た
土
墳
群
の
う
ち
の
一
つ
S
K
六
五
四
土
墳
跡
か
ら
年
紀

（「
延
暦
廿
一
年
六
月
廿
九
日
」
）
を
有
す
る
文
書
が
出
土
し
て
い
る
。

　

S
K
六
五
四
は
東
西
二
・
五
m
×
南
北
一
・
七
m
の
楕
円
形
の
土
墳
で
、
埋

土
は

二
層
に
分
け
ら
れ
、
遺
物
は
第
一
・
二
層
と
も
わ
ず
か
の
土
師
器
・
須
恵

器
の

細
片
が
出
土
し
た
だ
け
だ
が
、
文
書
は
第
一
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
な

S8875

お
、
S
A
六
五
〇
柱
列
跡
に
平
行
す
る
土
墳
群
ー
S
K
六
五
一
～
六
五
五
ー
は

埋
土
の

状
態
が
全
体
的
に
類
似
し
、
し
か
も
遺
物
は
少
量
の
土
師
器
・
須
恵
器

の

破

片
が
含
ま
れ
る
程
度
で
あ
る
。
S
A
六
五
〇
柱
列
跡
の
西
約
三
m
の
位
置

に

南
北
に
か
な
り
整
然
と
な
ら
ぶ
S
K
六
五
四
を
は
じ
め
と
す
る
五
つ
の
土
墳

群
は

S
A
六
五
〇
と
同
様
、
A
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
そ
の
2
）
　
第
四
三
次
調
査
（
『
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
）
・
（
図
3
9
）

　
第
四

三
次
調
査
は
第
四
〇
・
四
一
次
調
査
区
の
南
を
対
象
と
し
、
建
物
跡
一

二
棟
、
柱
列
跡
四
条
、
溝
跡
五
条
な
ど
を
検
出
し
た
。
調
査
区
北
半
は
土
墳
群

が

位
置
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
北
端
に
東
西
方
向
で
設
定
し
た
試
掘

坑
に

よ
り
、
そ
の
状
況
を
把
握
し
た
だ
け
で
、
そ
の
性
格
等
詳
細
は
不
明
で
あ
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る
。
こ
の
試
掘
坑
か
ら
年
紀
を
示
す
漆
紙
文
書
が
二
点
出
土
し
て
い
る
。

　
第
一
八
号
　
「
承
和
十
年
二
月
廿
六
日
」

　
第
一
〇
号
　
嘉
祥
元
年
具
注
暦

　
こ

の

試
掘
坑
の
基
本
層
位
は
四
層
に
分
け
ら
れ
、
文
書
は
第
三
層
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
第
三
層
は
さ
ら
に
二
層
に
細
分
さ
れ
、
上
層
の
3
a
層
は
須
恵
系

土

器
・
瓦
を
混
合
す
る
。
3
b
層
は
3
a
層
と
は
、
出
土
遣
物
の
内
容
が
異
な

り
、
土
師
器
・
須
恵
器
を
主
体
に
す
る
。
そ
の
須
恵
器
杯
に
は
回
転
ヘ
ラ
切
り

無
調
整
、
土
師
器
圷
に
は
削
り
調
整
を
も
つ
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

若
干
の

須
恵

系
土
器
か
と
解
さ
れ
る
限
定
さ
れ
た
器
形
も
確
認
さ
れ
る
。
な

お
、
第
四
層
は
酸
化
炎
焼
成
と
解
さ
れ
る
台
付
鉢
を
除
く
と
、
土
器
様
相
は
九

世
紀
前
半
代
の
状
況
を
示
す
。

　
以
上
の

三
遺
跡
の

漆
紙
文
書
の
年
紀
と
そ
の
遺
構
年
代
と
を
整
理
し
て
み
た

い
。〔多

賀
城
跡
〕
　
漆
紙
文
書
は
宝
亀
＝
　
（
七
八
〇
）
年
～
延
暦
二
（
七
八
三
）

年

ま
で
の
わ
ず
か
四
年
間
に
限
ら
れ
る
。
S
K
一
一
〇
四
の
年
代
は
、
土
器
や

瓦
の

様
相
か
ら
、
九
世
紀
前
半
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

〔鹿
の

子

C
遺
跡
〕
　
漆
紙
文
書
は
「
勝
賓
」
（
七
四
九
～
五
七
）
だ
け
が
飛
び

抜
け
て
古
い
が
、
他
は
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
に
お
さ
ま
る
。
こ
れ

ら
の
年
紀
を
有
す
る
漆
紙
文
書
を
出
土
し
た
遺
構
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
五
五
号
竪
穴
住
居
跡
…
…
「
延
暦
八
年
」
（
七
八
九
）
、
住
居
跡
の
年
代
は
九

　
世
紀
中
頃
。

〇

五
九
号
工
房
跡
…
…
「
延
暦
九
年
」
（
七
九
〇
）
、
工
房
跡
の
年
代
は
九
世
紀

　
前
半
。

〇

七
五
号
竪
穴
住
居
跡
…
…
「
延
暦
十
五
年
」
（
七
九
六
）
・
「
延
暦
廿
口
年
」

　
（
八
〇
一
～
〇
六
）
、
住
居
跡
の
年
代
は
九
世
紀
中
頃
。

〇
一
四
六
号
工
房
跡
…
…
「
勝
賓
」
年
（
七
四
九
～
五
七
）
、
工
房
跡
の
年
代
は

　
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
。

〔
胆
沢
城
跡
〕
　
年
紀
を
も
つ
漆
紙
文
書
は
一
括
で
は
な
く
、
数
ヶ
所
の
遺
構
か

ら
出
土
し
て
お
り
、
『
日
本
紀
略
」
に
み
え
る
胆
沢
城
の
創
建
年
代
・
延
暦
二

一
年

（
八

〇
二
）
か
ら
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
ま
で
五
点
あ
る
。

O
S
K
六
五
四
土
墳
跡
…
…
「
延
暦
廿
一
年
六
月
廿
九
日
」
、
土
墳
跡
の
年
代
は

　
ほ

ぼ

A
期

（創
建
時
）
に
相
当
す
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

○
土
墳
群
か
と
思
わ
れ
る
試
掘
坑
の
3
b
層
中
…
…
「
承
和
十
年
二
月
廿
六
日
」

　
（
八
四
三
）
、
嘉
祥
元
年
具
注
暦
（
八
四
八
）
、
下
層
の
四
層
が
九
世
紀
前
半

　
頃

と
さ
れ
、
3
b
層
の
年
代
は
そ
れ
よ
り
や
や
降
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の

三
遺
跡

を
み
る
限
り
で
は
、
漆
紙
文
書
の
年
紀
と
遺
構
の
推
定
年
代

と
が
ほ
ぼ
同
時
期
と
す
る
も
の
は
胆
沢
城
の
S
K
六
五
四
土
墳
跡
ぐ
ら
い
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
遺
構
は
他
と
切
り
合
い
の
な
い
う
え
に
、
埋
土
中
の
遺
物

が

ほ

と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
に
、
最
も
年
代
を
決
め
に
く
い
遺
構
で
も
あ

る
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
を
除
け
ば
、
全
体
的
に
は
、
漆
紙
文
書
の
年
紀
よ
り

そ

の

出
土
遺
構
の
年
代
は
ー
な
い
し
2
四
半
期
分
ぐ
ら
い
遅
れ
る
と
考
え
ら
れ

て

い

る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
遺
構
は
土
墳
跡
ま
た
は
竪
穴
住
居
跡
で

あ
り
、
そ
の
年
代
推
定
資
料
は
土
器
ま
た
は
瓦
に
基
づ
く
だ
け
に
、
か
な
り
の

年
代
幅
を
と
ら
え
た
指
摘
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
漆
紙
文
書
の
年
紀
と
そ

の

廃
棄

ま
で
の
期
間
を
い
か
に
み
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な

解
答

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
視
角

か

ら
の
究
明
が
必
要
で
あ
る
。

2
　
文
書
の
保
存

　
漆
紙
文
書
は
も
と
よ
り
文
書
の
二
次
的
利
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初

の

文
書
お
よ
び
そ
の
紙
背
文
書
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
文
書
内
容
に

よ
る
保
存
期
間
が
問
題
と
な
ろ
う
。
文
書
に
関
す
る
主
な
保
存
規
定
と
し
て

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
O
　
戸
令
戸
籍
条
に
よ
れ
ば
、
戸
籍
は
五
比
三
十
年
間
の
保
存
。

　
O
　
公
式
令
文
案
条
に
よ
れ
ば
、
詔
勅
奏
案
・
考
案
・
補
官
解
官
案
・
祥
瑞

　
　
案
・
財
物
案
・
婚
案
・
田
案
・
良
賎
案
・
市
佑
案
は
永
久
保
存
と
し
、
そ

　
　
れ

以
外
は

三
年
で

除
棄
。

伺
　
延
喜
主
計
式
下
に
よ
れ
ば
、
大
帳
（
計
帳
）
は
六
年
間
の
保
存
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
右
の
規
定
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
実
例
と
も
い
う
べ
き
、

正
倉
院
文
書
に
よ
っ
て
、
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
反
故
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
氏
の
先
に
も
引
用
し
た
「
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

帳
」
の
復
原
が
端
的
な
例
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
筆
帳
」

は

後
一
切
経
の
書
写
に
関
係
す
る
筆
墨
申
請
解
案
の
一
部
で
、
現
存
す
る
解
案

は

天
平
一
八
年
か
ら
二
〇
年
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
解
案
は
、
一

通
一
通
が
一
紙
ず
つ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
復
原
す
る
と
紙
背
の
反

故
文
書
の
利
用
状
況
を
解
案
の
日
付
順
に
一
覧
で
き
る
。

天
轟日

㍉
18

閏閏閏
999
2372

周
防
国
正
税
帳
（
天
平
六
年
）

空周
防
国
正
税
帳
（
天
平
六
年
）

空越
前
国
正
税
帳
（
天
平
二
年
）

大
倭
国
正
税
帳
（
天
平
二
年
）

越
前
国
郡
稲
帳
（
天
平
四
年
）
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44333222
21192819725134

天
平
20

・

　　　　　　　　　　　　　（

正12111110109888
19　9　24　10　19　？　　7　24　13　6
　　　　　　　　　　　　）

87766555443
3　20　2　19　2　25　19　10　24　18　21

空越
前
国
郡
稲
帳
（
天
平
四
年
）

空豊
後
国
正
税
帳
（
天
平
九
年
）

空〃御
野
国
郡
里
不
詳
戸
籍
（
大
宝
二
年
）

御
野
国
本
賛
郡
栗
栖
太
里
戸
籍
（
大
宝
二
年
）

御
野
国
郡
里
不
詳
戸
籍

装
漠
所
解

（
天
平
十
九
・
十
・
八
）

空駿
河
国
正
税
帳
（
天
平
十
年
）

空駿
河
国
正
税
帳
（
天
平
十
年
）

空駿
河
国
正
税
帳
（
天
平
十
年
）

筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍
（
大
宝
二
年
）

空

54
1330

筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍

長
門
国
正
税
帳
（
天
平
九
年
）

の

一

（東
野
治
之
氏

『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
よ
り
抄
出
）

　
一
六
種
類
の
反
故
官
文
書
は
、
そ
の
各
々
の
利
用
時
期
が
解
案
の
日
付
に
し

て
一
～
二
か
月
を
出
ず
、
利
用
の
順
序
も
、
天
平
一
八
年
六
月
一
日
付
解
案
の

場
合
を
除
い
て
混
雑
し
て
い
る
箇
所
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。

　
本
例
で

は
、
正
税
帳
は
九
～
一
六
年
、
郡
稲
帳
は
＝
二
年
、
戸
籍
は
四
五
～

六
年

を
そ
れ
ぞ
れ
経
て
紙
背
利
用
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
先
の
令
制
の
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

保
存
規
定
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

こ
の
要
因
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
皇
后
宮
職
写
経
所
の
「
後
一
切
経
」
は

天
平
一
八
（
七
四
六
）
年
か
ら
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
ま
で
の
三
年
間
行

わ

れ
た

短
期
間
の
事
業
で
、
こ
の
事
業
と
は
別
に
、
か
な
り
以
前
に
、
皇
后
宮

職
写
経
所
に
払
下
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東

野
氏
の

指
摘
す
る
よ
う
に
、
　
一
部
を
除
き
、
そ
の
筆
跡
か
ら
現
存
の
す
べ
て
の

断
簡
が
、
爪
工
家
麻
呂
に
よ
っ
て
使
わ
れ
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
、
家
麻
呂
の
も

と
に
何
巻
か
の
反
故
文
書
が
あ
り
、
適
宜
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
用
尽
す

る
に
従
っ
て
案
主
が
反
故
紙
の
下
給
を
申
請
し
、
順
次
消
費
し
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
「
筆
帳
」
以
外
で
も
、
一
般
的
に
、
正
倉
院
文
書
中
の
諸
国
籍
帳
類

の

大
部
分
が

天
平
一
五
年
か
ら
天
平
二
一
年
ま
で
の
写
経
事
業
に
紙
背
を
利
用

さ
れ
て
お
り
、
天
平
九
年
駿
河
国
正
税
帳
の
紙
背
は
早
く
も
六
年
後
の
天
平
一
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（
2
8
）

五
年
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
反
故
文
書

の

利
用
の
し
か
た
は
、
一
律
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
官

衙
の
場
合
、
確
証
こ
そ
な
い
が
、
中
央
ほ
ど
官
衙
の
機
構
は
複
雑
で
は
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

思
わ

れ
、
官
衙
内
部
で
の
反
故
紙
の
払
下
げ
は
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
な
流
れ
が

予
測

さ
れ
る
。
こ
の
地
方
官
衙
に
お
け
る
文
書
の
整
理
・
保
存
お
よ
び
反
故
の

し
く
み
な
ど
の
解
明
は
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
文
書
の
保
存
期
間
を
一
応
了
解
し
た
上
で
、
次
に
問
題
に
す

べ

き
こ
と
は
、
文
書
の
反
故
の
あ
り
方
と
漆
塗
作
業
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
。

3

漆
塗
作
業
と
反
故
紙
の
利
用

　
古
代
の
漆
塗
作
業
と
し
て
は
、
大
別
す
れ
ば
、
工
芸
品
関
係
と
建
造
物
関
係

と
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
工
芸
品
関
係
は
と
も
か
く
、
建
造
物
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
正
倉
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

文
書
に
収
め
る
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
造
営
関
係
史
料
に
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
〔
大
日
古
一
六
－
蹴
～
蹴
〕
。

　
（
前
略
）

　
請
漆

　
　
　
＊
「
九
　
　
二
　
　
六
」

　
合
戴
斜
捌
麟
陸
升
騨
合

　
　
　
　
　
　
　
　
ん
ん
」

　
　
　
　
　
＊
「
八

　
　
一
石
二
斗
一
升
八
合
堂
柱
十
四
根
塗
料
柱
別
八
升
七
合

　
　
　
　
＊
「
五
　
　
九
」

　
　
　
七
斗
二
升
八
合
埋
料
柱
別
五
升
二
合

　
　
＊
「
五
　
　
　
二
　
　
一
合
」

　
　
　
四
斗
九
升
土
漆
料
柱
別
三
升
五
合

　
　
　
＊
「
三
」

　
　
一
斗
二
升
六
合
高
坐
二
基
塗
一
料
基
別
六
升
三
合

　
　
　
　
＊
「
七
」

　
　
　

五
升
二
合
二
度
土
漆
料
基
別
二
升
六
合

　
　
　
　
＊
「
九
」

　
　
　

七
升
四
合
三
度
墨
漆
料
別
三
升
七
合

　
　
＊
「
八
四
四
勺
」

　
　
七
升
六
合
古
同
坐
橋
…
二
基
塗
一
料

　
　
＊
「
四
」

　
　
　
三
升
六
合
二
度
土
漆
料
基
別
一
升
八
合

　
　
　
＊
「
四
合
四
勺
」

　
　
　
四
升
三
度
墨
漆
料
基
別
二
升

　
　
一
斗
七
升
塗
高
坐
大
床
二
基
漆
料
別
八
升
五
合

　
　
　
＊
「
五
合
」

　
　
　
九
升
塗
二
基
二
度
土
漆
料
別
四
升
五
合

　
　
　
＊
「
五
合
」

　
　
　
八
升
塗
二
基
二
度
墨
漆
料
別
四
升

　
　

三
升
八
合
蓋
柱
八
枝
塗
料
枝
別
八
合

　
　
　
二
升
二
度
土
漆
料
枝
別
二
合
五
勺
一
升
八
合
三
度

　
　
　
墨
漆
料
枝
別
二
合
二
勺
五
抄

　
　
　
（
後
略
）

　
こ

の

よ
う
に
、
寺
院
造
営
に
あ
た
っ
て
、
調
度
品
は
勿
論
、
建
物
内
部
の
柱

等
に
多
量
の
漆
を
塗
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
地
方

官
衙
の
中
で
も
、
国
府
の
政
庁
地
区
に
お
け
る
主
要
な
建
物
に
漆
を
用
い
る
こ

と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ

の

点
は
、
さ
き
の
多
賀
城
跡
の
例
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
漆
紙
文
書
の

出
土
地
点
は
政
庁
西
南
部
で
、
多
量
の
瓦
・
土
器
を
伴
っ
た
土
墳
跡
で
あ
り
、
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文
書
は
四
〇
×
三
〇
㎝
以
上
の
比
較
的
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
時
期

的
に
は
、
宝
亀
＝
（
七
八
〇
）
年
の
伊
治
公
皆
麻
呂
の
乱
で
焼
失
し
た
政
庁

地
区
の
復
興
期
に
あ
た
り
、
お
そ
ら
く
、
政
庁
内
の
建
物
の
造
営
が
計
画
さ
れ

て

い
た

の
は

確
か

で
あ
ろ
う
。

　
政
庁
地
区
は

多
賀
城
の
中
心
部
で
、
通
常
は
儀
式
や
重
要
な
政
務
の
場
と
さ

れ
、
常
設
の
漆
工
房
の
存
在
す
る
場
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
政
庁
地
区
で
の
漆
紙
は
政
庁
内
の
造
営
事
業
に
か
か
わ
る
漆
塗
作
業
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

う
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ

の

よ
う
に
、
造
営
事
業
に
伴
う
漆
塗
作
業
は
短
期
間
に
漆
を
多
量
に
消
費

す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ふ
た
紙
の
た
め
の
反
故
文
書
も
一
時
期
に
ま
と
め
て
調

達
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
反
故
文
書
の
年
代
は
集
中
傾

向
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
多
賀
城
跡
政
庁
西
南
部
出
土
の
漆
紙
文
書
の
年
紀
が

宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）
年
か
ら
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
ま
で
の
わ
ず
か
四
年
間

に

限
ら
れ
る
の
も
そ
の
傾
向
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
一
方
、
工
芸
品
関
係
は
国
衙
工
房
内
で
の
い
わ
ば
日
常
的
な
作
業
に
属
す
る

の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
常
的
な
作
業
に
伴
う
ふ
た
紙
に
は
、
一
般
的
に

は

か

な
り
連
続
的
に
、
国
衙
内
の
公
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
保
存
期
間
を
経
た
後

に
、
順
次
、
供
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
常

的
な
工
芸
品
関
係
の
漆
塗
作
業
に
利
用
さ
れ
た
反
故
文
書
は
、
比
較
的
連
続
性

を
も
っ
て
、
し
か
も
長
期
間
の
年
紀
を
伝
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
鹿

の

子

C
遺
跡
を
例
に
と
れ
ば
、
国
衙
工
房
と
は
い
え
、
調
査
者
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
、
蝦
夷
征
討
に
関
連
し
て
、
一
時
期
か
も
し
れ
な
い
が
、
武
器
・
武
具

関
係
の
生
産
を
中
心
と
す
る
特
殊
な
条
件
が
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
漆
紙
文
書
の
年
紀
は
「
勝
賓
」
を
別
と
し
て
も
、
延
暦
年
間
（
七
八

二
～
八
〇
六
）
さ
ら
に
確
実
な
年
代
で
い
っ
て
も
、
延
暦
八
（
七
八
九
）
年
～

「
延
暦
廿
口
年
」
（
八
〇
一
～
八
〇
六
）
ま
で
の
お
お
よ
そ
二
〇
年
近
く
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
1
）

り
、
多
賀
城
の
例
に
比
し
て
は
長
期
間
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
章
で
は
と
て
も
結
論
を
出
す

に

至

ら
ず
、
今
後
に
残
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
漆
紙
文
書
と
そ
の
遺
構
と
の

関
連
を
論
ず
る
場
合
、
文
書
そ
の
も
の
の
性
格
・
保
存
期
間
さ
ら
に
紙
背
文
書

の

検
討
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
上
に
、
漆
塗
作
業
自
体
の
検
討
も
看
過
で

き
な
い
こ
と
が
十
分
に
理
解
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。

　
最
後

に
、
漆
紙
文
書
の
出
土
例
の
う
ち
、
以
上
の
検
討
お
よ
び
今
後
の
研
究

に

大
い
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
下
野
国
府
の
漆
紙
文
書
に
つ
い

て
、
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

4
　
漆
紙
文
書
と
木
簡
－
下
野
国
府
跡
の
事
例
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
下
野
国
府
跡
の
政
庁
西
隣
地
区
の
第
一
八
次
発
掘
調
査
（
図
4
0
・
4
1
）
で

は
、
多
く
の
土
墳
群
が
検
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
の
一
つ
S
K
O
一
一
か
ら
多

量
の

木

簡
と
と
も
に
漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
い
る
。
S
K
O
＝
は
長
さ
約
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二
・

六

m
×
幅
約
二
・
二
m
×
深
さ
約
○
・
五
m
の
規
模
で
、
埋
土
は
五
層
に

分

け
ら
れ
る
。
第
二
層
、
す
な
わ
ち
本
土
墳
の
上
面
を
覆
う
政
庁
n
期
建
物
焼

失
後
の

整
地
土
下
位
の
層
か
ら
漆
紙
四
点
と
紀
年
銘
木
簡
・
削
屑
等
が
出
土
し

て

い
る
。

○
漆
紙
文
書

　
　
〔
ニ
カ
〕

「
延
暦
口
年
十
月
五
日
」

○
木
簡

「
×

延
暦
十
年
七
月
廿
［
×
」
　
　
削
屑

　

な
お
、
出
土
遺
物
に
つ
い
て
は
栃
木
県
教
育
委
員
会
の
手
で
現
在
整
理
中
と

の
こ

と
で
、
今
後
、
新
資
料
の
出
現
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
同
一
遣
構

の

同
一
層
位
か
ら
出
土
し
た
木
簡
と
漆
紙
文
書
が
と
も
に
年
紀
を
有
す
る
点
に

注
目
し
た
い
。
た
だ
、
両
資
料
と
も
、
年
紀
の
み
で
、
内
容
を
明
ら
か
に
し
え

な
い
難
点
を
有
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
一
般
的
に
、
木
簡
は
文
書
木
簡
の
場
合
、
一
回
限
り
の
請
求
文
書
を
は
じ

め
、
用
済
の
も
の
は
再
利
用
ま
た
は
改
鼠
を
お
そ
れ
て
削
り
取
ら
れ
た
。
ま
た

付
札
木
簡
は
そ
の
も
の
が
消
費
し
つ
く
さ
れ
た
段
階
で
、
不
用
に
な
り
棄
て
ら

れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
考
課
の
よ
う
な
記
録
簡
の
よ

う
に
若
干
の
保
存
期
間
を
考
慮
す
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
短
期
間
に

廃
棄
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
木
簡
は
平
城
宮
跡
を
は
じ
め
、
各
遺
跡
の

遺
構
・
遺
物
の
年
代
決
定
の
資
料
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ

の

点
か
ら
は
、
下
野
国
府
跡
の
S
K
O
一
一
土
墳
跡
の
第
二
層
の
堆
積
年

代
は
出
土
し
た
木
簡
の
年
紀
を
参
考
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
S
K
O
一
一
土
墳
跡
の
第
二
層
は
延
暦
一
〇
（
七
九
一
）
年
以
降
の
近
い

時
点
で
堆
積
し
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
伴
出
す
る

漆
の
ふ
た
紙
は
ほ
ぼ
延
暦
一
〇
年
か
ら
ま
も
な
い
時
期
に
木
簡
と
と
も
に
投
棄

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
漆
紙
文
書
の
年
紀
が
「
延
暦
回
年
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
を
漆
の
ふ
た
紙
と
し
て
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
利

用

し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
多
賀
城
跡
政
庁
地
区
西
南
部
の
土
壊
跡
出
土
の
漆
紙
文

書
の
年
紀
は
、
宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）
年
か
ら
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
ま
で
に

限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
点
、
第
六
号
文
書
は
表
は
年
代
不
明
の
田
籍
関

係
文
書
で
あ
り
、
紙
背
は
、
天
応
元
（
七
八
一
）
年
五
月
九
日
付
の
公
根
請
求

文
書
で
あ
る
（
前
掲
の
宝
亀
＝
年
の
解
文
群
に
は
紙
背
文
書
は
一
切
な
い
）
。

紙
背
が
多
賀
城
内
の
公
根
請
求
文
書
と
す
れ
ば
、
短
期
間
に
反
故
で
き
る
条
件

に

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
漆
の
ふ
た
紙
と
し
て
、
天
応
元
年
に

き
わ
め
て
接
近
し
た
時
期
に
、
宝
亀
＝
年
の
解
文
群
と
と
も
に
使
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
庁
の
復
興
事
業
は
建
物
の
漆
塗

作
業

を
伴
い
、
宝
亀
一
一
年
の
焼
失
後
か
ら
そ
れ
ほ
ど
降
ら
な
い
時
期
に
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ

の

よ
う
に
、
下
野
国
府
跡
・
多
賀
城
跡
の
両
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
漆
紙
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漆紙文書に関する基礎的研究

文
書
の
年
紀
と
そ
の
文
書
の
ふ
た
紙
利
用
と
の
期
間
は
意
外
と
短
く
、
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
も
十
分
に
念
頭
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
文
書
の
年
紀

と
出
土
遺
構
の
年
代
と
の
関
係
は
一
律
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
申
す

ま
で
も
な
い
が
、
一
点
一
点
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漆
紙
文
書

の

年
紀
が
出
土
遺
構
の
年
代
決
定
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
も
十
分

に

あ
り
う
る
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

六
　
今
後
の
課
題

　
漆
紙
文
書
は
は
じ
め
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
古
代
資
料
と
し
て
登
場

し
て
、
ま
だ
六
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
各

地
で
の

出
土
例
は
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
文
書
と
し
て
は
確
実

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に

古
代
史
の
新
史
料
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
漆
紙
文
書
に
関
す
る
基
礎

的
な
研
究
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
文
書
を
資
料
と
し
て

利
用
す
る
上
に
お
い
て
、
木
簡
と
同
様
に
遺
跡
・
遺
構
に
密
着
し
た
形
で
取
り

上
げ

ら
れ
る
必
要
が
大
い
に
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
古
代
史
の
新
し
い
資
料
と

し
て
、
漆
紙
文
書
の
価
値
を
倍
加
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
漆
紙
文
書
に
関
す
る
研
究
課
題
は
あ
ま
り
に
多
く
、
本
稿

で

論

じ
て
き
た
数
テ
ー
マ
は
ま
さ
に
基
礎
的
な
も
の
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
現

在
、
資
料
整
理
中
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
改
め
て
触
れ
た
い
と
考
え
て

い

る
。
そ
の
中
か
ら
、
早
急
に
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
に
つ
い
て
、
こ
こ

に

簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
①

古
代
の
漆
塗
作
業
の
解
明

　
本
稿
で
も
概
観
し
た
よ
う
に
、
漆
紙
文
書
と
そ
の
出
土
遺
構
と
の
関
連
を
論

ず
る
場
合
、
漆
塗
作
業
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
意

味

を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
漆
塗
作
業
の
内
容
に
よ
り
、
漆

の

ふ
た

紙
の
調
達
の
し
か
た
が
異
な
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ

の

点
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
漆
塗
作
業
に
関
す
る
文
献
史
料
の
整
理
お
よ

び
分
析
に
よ
っ
て
、
詳
細
に
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
古
代
社
会
の
漆

使
用
の

具
体
的
な
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
各
地
に
お
け
る

漆
紙
文
書
の
発
見
の
可
能
性
を
あ
る
程
度
予
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。　

②

官
衙

に
お
け
る
文
書
の
整
理
・
保
存
と
反
故
の
し
く
み

　
こ

の

問
題
に
つ
い
て
は
、
令
制
の
規
定
お
よ
び
正
倉
院
文
書
等
を
用
い
て
、

中
央
官
衙
に
お
け
る
文
書
行
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
中
で
、
次
第
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

明
確
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
官
衙
に
お
け
る
そ
れ
は
史
料
的
制
約

も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
地
方
官
衙
に
お
け
る
文
書

の

整
理
・
保
存
お
よ
び
そ
の
反
故
紙
の
払
下
げ
ル
ー
ト
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

地
方
官
衙
の
行
政
機
構
そ
の
も
の
の
究
明
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た

め

の

一
つ
の

方
法

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
漆
紙
文
書
の
内
容
を
詳
細
に
分
類
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六　今後の課題

し
な
が
ら
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
胆
沢
城
漆
紙
文

書
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
現
段
階
で
、
次
の
よ
う
な
大
ま
か
な
指
摘
が
で
き

（3
5
）

る
。　

胆
沢
城
跡
か

ら
出
土
し
た
五
〇
点
近
い
漆
紙
文
書
の
内
容
は
軍
事
関
係
と
具

注
暦
・
文
選
・
古
文
孝
経
な
ど
が
目
立
っ
て
い
る
。
鎮
守
府
の
所
在
地
と
し
て

軍
事
関
係
文
書
は
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
律
令
国
家
の
最
前
線
の
城
柵
と
し

て
、
蝦
夷
に
対
す
る
教
化
政
策
の
中
で
、
文
選
や
古
文
孝
経
を
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
機
構
は
陸
奥
国
の
第
二
国
府
的
な
性
格
を
帯
び
た
形

で

整
備

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
陸
奥
国
府
の
置
か
れ
た
多

賀
城
や
常
陸
国
の
国
衙
工
房
と
さ
れ
る
鹿
の
子
C
遺
跡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
籍

帳
類
が

現
段
階
で
は

全

く
出
土
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
律
令
文
書
行
政

機
構
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
胆
沢
城
が
多
賀
城
に
あ
る
陸
奥
国
府
の
支
配
下
に

置
か
れ
た
事
実
か
ら
い
え
ば
、
当
然
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ

の

よ
う
に
、
漆
紙
文
書
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
官

衙
に
お
け
る
文
書
の
整
理
・
保
存
お
よ
び
反
故
の
ル
ー
ト
解
明
も
相
関
的
に
な

し
う
る
面
も
あ
る
。

　

③
朱
印
お
よ
び
朱
書
の
検
出

　

こ

の

問
題
は
、
多
賀
城
漆
紙
文
書
発
見
当
時
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
肉
眼
お
よ
び
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
朱
印
お
よ
び
朱

書
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
鹿
の
子
C
遣
跡
の
第
一
七
四
号
文

書
、
い
わ
ゆ
る
出
挙
貸
付
帳
は
肉
眼
で
朱
圏
点
が
観
察
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

の

朱
圏
点
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
に
も
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
朱

印
・
朱
書
も
条
件
次
第
で
十
分
に
遺
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
点
で
、
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
遣
存
す
る
朱
印
・
朱
書
の
成
分

分
析
を
精
密
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
分
析
対
象
物
と
し
て
は
、
出
土

資
料
に
限
ら
ず
、
現
存
す
る
古
代
の
文
書
の
朱
印
・
朱
書
を
含
め
て
幅
広
く
行

わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
古
代
の
赤
色
顔
料
は
、
主
と

し
て
辰
砂
（
硫
化
第
二
水
銀
）
と
ベ
ニ
ガ
ラ
（
酸
化
第
二
鉄
）
、
そ
し
て
鉛
丹

（
四

三
酸
化

鉛
）
の
三
種
類
で
あ
る
。
漆
紙
文
書
に
遺
存
し
た
朱
印
・
朱
書
の

成
分
が

い
ず
れ
か
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
検
出
方
法
を
開
拓
す
る
こ
と
が
可
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
、
当
時
の
正
式
な
文
書
に
は
改
窟
を
防
ぐ
た
め
に
、
文
字
の
あ
る
と
こ

ろ
一
面
に
、
国
印
・
郡
印
な
ど
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
漆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

紙
文
書
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
断
簡
で
文
書
の
差
出
書
を
欠
く
場
合
、
朱
印
を

チ
ェ

ッ

ク
し
、
印
文
を
読
み
と
れ
れ
ば
、
文
書
の
発
信
者
が
判
定
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の

ほ

か

に

も
、
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
が
、
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
強
調

し
た
よ
う
に
、
漆
紙
文
書
を
ま
ず
出
土
資
料
と
し
て
改
め
て
位
置
づ
け
、
出
土

遺
構
・
伴
出
遺
物
と
の
関
連
お
よ
び
漆
紙
そ
の
も
の
の
詳
細
な
観
察
が
必
要
な
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漆紙文書に関する基礎的研究

の

で

あ
る
。
ま
た
、
漆
紙
文
書
は
あ
く
ま
で
も
漆
塗
作
業
と
の
関
連
で
把
え
ら

れ

る
べ
き
も
の
で
、
漆
の
ふ
た
紙
や
絞
り
紙
と
し
て
の
側
面
に
再
着
目
し
、
古

代
の

漆
塗
作
業
の
解
明
と
と
も
に
、
そ
の
反
故
紙
の
保
存
や
供
給
ル
ー
ト
の
究

明
を
通
し
て
、
広
く
律
令
文
書
行
政
の
実
態
解
明
に
ま
で
迫
る
必
要
さ
え
あ
る

の

で
あ
る
。

　
こ

う
し
た
基
礎
的
研
究
を
経
て
、
は
じ
め
て
漆
紙
文
書
の
内
容
を
さ
ら
に
拡

大

し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
漆
紙
文
書
が
木
簡
と
並
ん
で
新
し
い
古

代
史
の
資
料
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
末
尾

な
が
ら
、
多
賀
城
漆
紙
文
書
発
見
以
来
、
共
同
作
業
を
行
っ
て
き
た
宮

城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
の
所
員
各
位
お
よ
び
そ
の
時
以
来
漆
に
関
し
て
つ

ね

に

有
益

な
御
教
示
を
得
て
い
る
漆
研
究
家
沢
口
滋
氏
、
そ
し
て
、
現
在
同
僚

と
し
て
漆
や
朱
の
分
析
な
ど
に
関
し
て
自
然
科
学
的
な
示
教
を
頂
い
て
い
る
永

嶋
正
春
氏
に
対
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
を
草
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
・
東
北
歴
史
資
料
館
・
水

沢
市
教
育
委

員
会
・
栃
木
県
教
育
委
員
会
・
茨
城
県
教
育
財
団
・
石
岡
市
教
育

委
員
会
の
関
係
各
位
の
方
々
に
は
、
漆
紙
文
書
の
実
見
お
よ
び
写
真
・
図
面
な

ど
に
つ
い
て
種
々
の
御
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（註
）

（
1
）

（
2
）

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
（
一
九
七
九
年
）

茨
城
県
教
育
財
団
『
茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
2
0
集
ー
鹿
の
子
C

　
　
遺
跡
ー
』
（
一
九
八
三
年
）

（
3
）
　
岩
手
県
水
沢
市
教
育
委
員
会
『
胆
沢
城
跡
ー
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報

　
　
ー
』
（
一
九
八
二
年
）
、
『
胆
沢
城
跡
ー
昭
和
五
七
年
度
発
掘
調
査
概
報
1
』
（
一
九

　
　
八
三
年
）
、
『
胆
沢
城
跡
ー
昭
和
五
八
年
度
発
掘
調
査
概
報
－
』
（
一
九
八
四
年
）

（
4
）
　
註
（
2
）
に
同
じ
。

（
5
）
　
次
章
以
下
で
、
主
と
し
て
扱
う
多
賀
城
跡
・
鹿
の
子
C
遺
跡
・
胆
沢
城
跡
の
漆

　
　
紙
文
書
に
関
す
る
調
査
者
の
見
解
は
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
先
に
掲
げ
た
註

　
　
（
1
）
・
（
2
）
・
（
3
）
の
報
告
書
に
依
る
も
の
と
し
て
、
註
を
以
下
省
略
す
る
こ
と

　
　
を
了
解
願
い
た
い
。

（
6
）
　
漆
の
容
器
に
は
一
般
的
に
曲
物
を
使
用
し
、
甕
等
の
土
器
を
使
用
し
な
い
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
漆
塗
作
業
の
現
場
に
お
い
て
は
杯
・
盤
等
の
土
器
が
パ

　
　
レ
ッ
ト
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
多
く
の
遣
物
が
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
漆

　
　
の
容
器
に
専
ら
曲
物
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
漆
紙
の
出
土
例
の
中

　
　
に
、
曲
物
の
側
材
の
一
部
が
付
着
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
漆
は
運
搬
等
の
取
扱
い
上
か
ら
も
、
軽
量

　
　
で
、
破
損
し
に
く
い
曲
物
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
本

　
　
文
で
述
べ
る
よ
う
な
ふ
た
紙
の
径
の
相
違
は
曲
物
の
径
に
対
応
す
る
も
の
と
理
解

　
　
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
廿
力
〕

（
7
）
　
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
で
は
、
「
九
月
口
日
」
と
し
た
が
、
今
回
、
実
見
し
た
結

　
　
果
、
「
九
月
九
日
」
と
断
定
し
た
。
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
8
）
　
東
野
治
之
「
金
光
明
寺
写
経
所
に
お
け
る
反
故
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
」
（
『
正

　
　
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
一
九
七
七
年
）

（
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
で
は
、
筆
者
自
身
の
分
析
が
十
分

　
　
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　

第
二
号
・
第
三
号
・
第
四
号
・
第
二
四
号
と
も
う
一
組
は
第
一
二
号
・
第
二
三

　
　

号
文
書
の
場
合
、
上
・
下
・
左
・
右
に
接
続
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
三
〇
×
四

　
　

〇

㎝
近
い
大

き
さ
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
漆
の
桶
な
ど
の
蓋
紙
と
し
て
、
｝

　
　

紙
以
上
の
大
き
さ
を
必
要
と
し
た
場
合
に
、
文
書
数
通
を
継
い
だ
も
の
と
判
断

　
　

さ
れ
る
。
（
略
）
し
た
が
っ
て
上
記
の
第
三
号
文
書
・
第
一
二
号
文
書
も
解
文
の
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
事
書
の
右
に
移
し
て
、
き
ち
ん
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
、
漆
の
蓋
紙
の
た
め

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
の
紙
の
継
ぎ
足
し
と
理
解
し
、
こ
と
さ
ら
、
正
倉
院
文
書
中
に
あ
る
巻
子
に
連

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ツ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
貼
さ
れ
た
筆
墨
申
請
解
の
よ
う
な
も
の
と
想
定
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ

　
　
　
奪

　
　
　
引
用
文
中
の
傍
点
を
付
し
た
部
分
の
見
解
は
、
こ
こ
で
、
本
文
の
と
お
り
訂
正

　
　
し
て
お
き
た
い
。

（
1
0
）
　
公
式
令
案
成
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
凡
案
成
者
。
具
条
二
納
目
』
目
皆
案
レ
軸
。
書
二
其
上
端
一
云
。
某
年
某
月
某
司
納

　
　
　
案
目
。
毎
二
十
五
日
一
納
レ
庫
使
レ
詑
。
其
詔
勅
目
。
別
所
安
置
。

　
　
と
あ
り
、
公
文
書
の
草
案
等
の
保
管
と
収
蔵
目
録
の
作
成
に
関
す
る
規
定
が
あ

　
　
り
、
そ
の
中
に
題
籔
の
こ
と
が
み
え
る
。

（
1
1
）
　
九
州
歴
史
資
料
館
『
大
宰
府
史
跡
－
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
（
一
九

　
　
八
二
年
）
、
『
木
簡
研
究
』
第
三
号
（
一
九
八
一
年
一
一
月
）

（
1
2
）
　
栃
木
県
教
育
委
員
会
『
下
野
国
府
跡
V
ー
昭
和
五
七
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

　
　
（
一
九
八
三
年
）

（
1
3
）
　
こ
の
他
、
伊
場
遺
跡
出
土
の
第
七
七
号
木
簡
も
「
延
長
二
年
」
（
二
四
五
×
一

　
　
八
×
七
）
と
記
さ
れ
た
題
籔
で
あ
る
。
〔
浜
松
市
教
育
委
員
会
『
伊
場
木
簡
』
二

　
　
九
七
六
年
）
〕

（
1
4
）
　
註
（
8
）
に
同
じ
。

（
1
5
）
　
秋
田
城
跡
出
土
の
第
二
・
三
号
漆
紙
文
書
の
場
合
、
第
三
号
文
書
は
「
賓
鉋
元

　
　
年
［
」
（
七
七
〇
）
と
文
書
作
成
年
紀
が
明
ら
か
で
あ
り
、
第
二
号
文
書
は
表
が

　
　
出
挙
貸
付
帳
様
文
書
で
、
紙
背
文
書
の
本
文
中
に
「
神
護
」
の
年
紀
が
み
え
る
の

　
　
で
あ
る
。
「
神
護
」
の
上
部
に
若
干
の
余
白
を
残
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
天
平
」

　
　
の
残
画
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
神
護
景
雲
」
（
七
六
七
～
七
六
九
）
に
あ

　
　
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
号
文
書
の
表
文
書
は
重
要
な
帳
簿
類
と
考
え
ら
れ
る

　
　
の
で
、
一
定
の
保
存
期
間
を
お
く
と
し
て
も
、
第
二
号
の
紙
背
文
書
と
第
三
号
文

　
　
書
は
き
わ
め
て
接
近
し
た
時
期
の
文
書
と
判
断
で
き
、
ほ
ぼ
同
時
に
反
故
と
な

　
　
り
、
ふ
た
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
秋
田
城
跡

　
　
第
二
号
・
第
三
号
漆
紙
文
書
に
っ
い
て
」
〔
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所
『
秋
田

　
　
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
1
ー
秋
田
城
文
字
資
料
集
1
ー
』

　
　
九
月
〕

（
1
6
）
　
胆
沢
城
跡
第
一
号
漆
紙
文
書
（
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
）

一
九
八
四
年

　
　
　
〔
釈
文
〕

　
　
　
　

山
百
人

　
　
　

山
蔵
國
一
百
人

　
　
　
ー
〕
野
國
二
百
人

　
　
　
　
　日
百
人
雀
物
部
連
荒
人
m
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
〔
起
力
〕

…
山
口
百
人
叫
／
誓
）

　
　
　
　
　
　
　
　

山
統
領
失
伴
長
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
／

（
1
7
）
　
奈
良
県
『
平
城
京
左
京
八
条
三
坊
発
掘
調
査
概
報
ー
東
市
周
辺
東
北
地
域
の
調

　
　
査
ー
』
（
一
九
七
六
年
）

（
1
8
）
　
多
賀
城
漆
紙
文
書
の
第
六
七
号
は
「
口
伍
拾
捌
［
」
と
左
文
字
で
読
み
と
れ
る

　
　
が
、
形
状
が
う
ず
ま
き
状
に
絞
っ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漆
を
漉
し
た
時
に

　
　
用
い
た
紙
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
9
）
　
福
島
県
教
育
委
員
会
『
関
和
久
上
町
遺
跡
n
ー
史
跡
指
定
調
査
概
報
1
』
二

　
　
九
八
四
年
）

（
2
0
）
　
小
さ
な
断
片
の
場
合
は
文
書
の
余
白
部
分
に
該
当
す
る
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
大

　
　
き
な
断
片
の
場
合
、
漆
紙
そ
の
も
の
の
状
態
を
綿
密
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
2
1
）
　
紙
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
写
経
所
等
の
購
入
史
料
が
み
え
る

　

が
、
紙
の
品
質
に
よ
り
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
史
料
（
法
華
寺
阿

　
　
弥
陀
浄
土
院
金
堂
の
造
営
関
係
）
は
、
た
ま
た
ま
漆
の
価
格
も
わ
か
る
の
で
、
参

　
　
考
ま
で
に
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
○
造
金
堂
所
解
〔
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）
年
一
二
月
三
〇
日
付

　
　
　

（大

日
古
＝
↑
鋤
）
　
　
　
　
　
麟
離
籍
閲
翻
」
「
蹟
剛
3

　
　
　
　
（
略
）
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八

貫
舎
文
買
漆
三
斗
七
升
五
合
直
・
・
上
転
唱
中
ぎ
・
萎
諭
二
曇
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
品
二
斗
升
別
二
百
什
文
　
　
　
　
　
　
」

＊
コ
ニ
戴
六
　
五

七

五
十

六
L

三
貫
九
百
七
十
文
買
紙
六
千
九
百
四
張
直

　
＊
「
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
六
　
　
八
十
一
」
　
　
八
十
一
文
々
別
三
張

二
貫
八
百
七
＋
四
文
買
凡
紙
五
千
八
百
当
張
直
一
融
亡
九
特
記
別
二
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
“
“

　
六
百
二
文
買
麻
紙
八
十
六
張
直
張
別
七
文

　
四
百
九
十
四
文
買
本
古
紙
九
百
八
十
九
張
直
文
別
二
張

　
（
略
）

　
　
　
漆
は
中
品
で
升
別
二
三
〇
文
、
紙
は
凡
紙
（
普
通
の
紙
）
・
張
別
（
一
枚
）

　
　
○
・
三
な
い
し
○
・
五
文
、
麻
紙
（
麻
を
材
料
と
し
た
高
級
紙
）
・
張
別
七
文
、
本

　
　
古

（反
故
）
紙
・
張
別
○
・
五
文
で
あ
る
。
反
故
が
凡
紙
と
ほ
ぼ
同
等
の
値
を
示

　
　
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
ち
な
み
に
同
一
史
料
に
よ
れ
ば
、
白
米
一
升
が
五
な

　
　
い
し
六
文
、
雇
夫
の
正
丁
の
功
銭
は
一
日
に
つ
き
一
〇
な
い
し
一
四
文
で
あ
り
、

　
　
当
時
の
紙
が
い
か
に
高
価
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
2
2
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
本
文
編
ー
』
（
一
九
八

　
　
二
年
）

（
2
3
）
　
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
で
は
、
S
K
一
一
〇
四
の
時
期
は
須
恵
系
土
器
の
出
現

　
　
以
降
つ
ま
り
一
〇
世
紀
後
半
以
降
＝
世
紀
に
か
け
て
の
頃
の
年
代
と
さ
れ
た
。

　
　
し
か
し
、
本
文
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
『
多
賀
城
跡
－
政
庁
跡
本
文
編
ー
』
で

　
　
は
、
少
量
の
須
恵
系
土
器
は
す
べ
て
小
破
片
で
あ
り
、
混
入
の
可
能
性
が
強
い
と

　
　
し
た
。
そ
の
結
果
、
S
K
一
一
〇
四
の
年
代
は
本
文
の
第
五
章
に
示
す
よ
う
に
、

　
　
出
土
し
た
漆
紙
文
書
の
年
紀
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
な
っ
た
。

（盟
）

　
　
『
日
本
紀
略
』
延
暦
一
二
（
七
九
三
）
年
二
月
丙
寅
条

　
　
　
改
二
征
東
使
一
為
二
征
夷
使
一

　
　
　
大
　
使

持
節

　
　
　
大
将
軍

征
東
使

征
東
（
大
）
将
軍

征
東
大
使

征
夷
（
大
）
将
軍

征
夷
大
使

○

　
　
○
○

○
○
　
　
○

　
　
　
○

○　
　
　
○

○

○

○

○
　
　
　
○
　
　
○

○
　
　
○

○
↓

養老4（720）

　　5（721）

神亀1（724）

　　2（725）

天平9（737）

宝亀11（780）

天応1（781）

延暦2（783）

　　3（784）

　　7（788）

　　10（791）

　　11（792）

　　12（793）

　　13（794）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
（
筆
者
作
成
）
よ
り
）

（
2
5
）
　
最
近
行
わ
れ
た
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
「
鹿
の
子
遣
跡
の
成
立
と
展
開
」
（
茨
城
県
考

　
　
古
学
協
会
主
催
、
一
九
八
四
年
＝
月
二
五
日
、
於
石
岡
営
農
セ
ソ
タ
ー
）
で
、

　
　
黒
沢
彰
哉
氏
は

「
遺
物
か
ら
見
た
鹿
の
子
遺
跡
」
と
題
し
た
報
告
の
中
で
、
次
の

　
　
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
要
旨
は
当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
に
よ
る
）
。

　
　
　
出
土
遺
物
は
六
期
に
分
類
さ
れ
、
第
一
期
は
八
世
紀
第
3
四
半
紀
に
、
第
二
期

　
　
　
は
八
世
紀
第
4
四
半
紀
に
、
第
三
期
は
九
世
紀
を
前
後
と
し
、
九
世
紀
第
1
四

　
　
　
半
紀
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
土
遺
物
を
見
る
限
り
、
鹿
の
子

　
　
　
遺
跡
の
成
立
は

八
世
紀
第

3
四
半
紀
頃
と
考
え
ら
れ
、
一
〇
世
紀
後
半
ま
で
営

　
　
　
ま
れ
、
最
盛
期
は
八
世
紀
第
4
四
半
紀
か
ら
九
世
紀
第
1
四
半
紀
に
限
定
さ
れ

　
　
　
る
。

　
　
　
こ
の
黒
沢
氏
の
見
解
は
、
調
査
報
告
書
と
微
妙
な
ズ
レ
を
生
じ
て
い
る
。
こ
の

　
　
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
も
非
常
に
大
き
な
関
わ
り
を
も
つ
問
題
で
あ
る
が
、
今

　
　
後
の
関
係
者
間
で
の
十
分
な
検
討
を
期
待
し
、
本
稿
で
は
一
応
、
調
査
報
告
書
の

　
　
見
解
に
従
っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
6
）
　
註
の
（
8
）
に
同
じ
。
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（
2
7
）
　
し
か
し
、
同
じ
戸
籍
で
も
、
養
老
五
（
七
一
二
）
年
の
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷

　
　
戸
籍
（
大
日
古
一
ー
㎜
～
姻
）
の
紙
背
は
天
平
＝
ハ
（
七
四
四
）
～
二
〇
（
七
四

　
　
八
）
年
ま
で
の
写
経
事
業
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
保
存
期
間
は
令
制
の
三
〇
年
と

　
　
い
う
規
定
よ
り
短
い
。

（邪
）

　
　
駿
河
国
天
平
九
年
正
税
目
録
帳
（
六
紙
）
〔
大
日
古
ニ
ー
6
7
～
7
4
〕

紙
　
数

紙
背
（
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
の
記
載
）

大
　
日
　
古

第
一
紙
第
二
紙
第
三
紙
第
四
紙
第
五
紙
第
六
紙

天
平
十
六

写
雑
経

天
平
十
五

日
筆
墨
充
帳
始
天
平
十
六
年
十
月
八
日
充
私
書
事
文
選
第
四
十
五
巻
云
々
天
平
十
五
年
・
十
六
年
充
紙
帳

ニ
ー
細
～
蹴
八
ー
姐
～
娚
二
ー
蹴
八
ー
捌

（
2
9
）
　
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
法
華
寺
の
造
営
」
（
『
日
本
建
築
史
の
研
究
』

　
　
一
九
四
三
年
）
は
法
華
寺
金
堂
の
造
営
に
関
す
る
史
料
復
原
お
よ
び
造
営
工
事
に

　
　
関
す
る
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。

（
3
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
桑
原
滋
郎
氏
が
「
多
賀
城
に
お
け
る
器
物
製

　
　
作
を
示
す
二
、
三
の
資
料
」
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
研
究
紀
要
V
』

　
　
一
九
七
八
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
漆
紙
は
「
政
庁
地
区
の
造
営
に
か
か
わ
る
漆
を

　
　
用
い
た
作
業
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て

　
　
い
る
。

（
3
1
）
　
第
一
九
八
号
は
「
口
勝
賓
［
」
の
み
の
断
簡
で
あ
る
。
こ
れ
を
戸
籍
冒
頭
の
年

　
　
紀
と
み
な
し
、
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
の
籍
年
か
ら
、
五
比
を
経
て
廃
棄
さ

　
　
れ

る
の
は
延
暦
元
（
七
八
二
）
籍
の
作
成
時
で
あ
る
と
み
れ
ば
、
他
の
文
書
群
と

　
　
同
時
期
の
こ
と
と
し
て
無
理
な
く
理
解
で
き
る
と
い
う
の
が
報
告
書
の
見
解
で
あ

　
　

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
口
勝
賓
［
」
の
み
の
断
簡
か
ら
の
推
論
で
あ
り
、
多

　
　
少
、
無
理
な
見
解
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
註
（
2
5
）
の
黒
沢
氏
の
よ
う
な
出

　
　
土
遣
物
の
分
析
か
ら
、
第
一
期
を
八
世
紀
第
3
四
半
紀
と
す
る
よ
う
な
見
方
も
生

　
　
ま
れ
て
い
る
現
状
で
は
「
］
勝
賓
口
」
を
あ
え
て
戸
籍
の
冒
頭
の
記
載
と
し
て
、

　
　
延
暦
期
廃
棄
と
限
定
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
戸
籍
以
外
の
文
書
で
、
ふ
た
紙
利
用

　
　
が
も
う
少
し
早
い
時
期
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
国
衙
工
房
と
し
て

　
　
は
も
う
少
し
長
期
間
、
漆
塗
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
の
で
あ

　
　
る
。

（
3
2
）
　
註
（
1
2
）
に
同
じ
。

（
3
3
）
　
『
多
賀
城
跡
－
政
庁
跡
本
文
編
ー
』
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
宝
亀
＝
年
の

　
　
火
災
後
の
復
興
事
業
を
第
一
小
期
と
第
二
小
期
と
に
分
け
、
第
一
小
期
の
造
営
は

　
　
火
災
直
後
の
暫
定
的
な
も
の
、
第
二
小
期
は
火
災
か
ら
そ
う
降
ら
な
い
八
世
紀
末

　
　
頃
の
本
格
的
な
造
営
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
で
、
こ
の
期
の
多
賀
城
復
興
に
関
連
す
る
史
料
を
参
考
ま
で
に
あ
げ
て
お

　
　
き
た
い
。

　
　

『
続

日
本
紀
』
宝
亀
＝
年
一
〇
月
己
未
条

　
　
勅
二
征
東
使
↓
（
中
略
）
然
則
何
月
何
日
。
珠
レ
賊
復
レ
城
。
方
今
将
軍
為
レ
賊
被
レ
欺
。

　
　
所
以
緩
怠
致
二
此
逗
留
司
又
未
レ
及
二
建
子
↓
足
二
以
挙
ジ
兵
。
而
乖
二
勅
旨
↓
尚
不
二

　
　
肯
入
叫
人
馬
悉
痩
。
何
以
対
レ
敵
。
良
将
之
策
。
登
如
レ
此
乎
。
宜
下
加
二
教
喩
一
存
レ

　
　
意
征
討
加
若
以
二
今
月
↓
不
レ
入
二
賊
地
↓
宜
下
居
一
多
賀
玉
作
等
城
↓
能
加
二
防
禦
↓

　
　
兼
練
中
戦
術
垣

　
　
乱
後
に

派
遣
さ
れ
た
征
討
軍
の
遅
怠
を
責
め
、
今
月
を
も
っ
て
賊
地
に
入
ら
な
い

　
　
場
合
は
、
多
賀
・
玉
作
等
の
城
で
防
禦
を
加
え
て
戦
術
を
練
る
こ
と
を
命
じ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
「
謙
レ
賊
復
レ
城
」
は
お
そ
ら
く
、
砦
麻
呂
の
乱
の
際
に
被
害
を
受
け
た

　
　
陸
奥
国
北
部
の
城
柵
の
修
復
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
乱
直
後
に
す
で
に
陸
奥
国
北

　
　
部
の
城
柵
の
復
興
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
実
お
よ
び
こ
の
記
事
を
は
じ
め
、
乱

　
　
後
の
征
討
事
業
遂
行
の
拠
点
と
し
て
多
賀
城
が
逸
速
く
、
機
能
し
て
い
る
関
連
史

　
　
料
か
ら
い
え
ば
、
多
賀
城
の
復
興
は
文
献
史
料
の
上
か
ら
も
、
宝
亀
＝
年
直
後

　
　

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
S
K
＝
〇
四
出
土
の
漆
紙
文
書
の
年

　
　
紀
の
下
限
は
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
で
あ
り
、
他
の
文
書
と
と
も
に
若
干
の
保
存
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期
間
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
ふ
た
紙
利
用
は
宝
亀
一
一
年
直
後
と
考

　
　
え
ら
れ
る
第
一
小
期
と
す
る
よ
り
、
第
二
小
期
の
造
営
に
伴
う
と
す
る
方
が
妥
当

　
　
性
が

高
い
か
も
し
れ
な
い
。
漆
塗
作
業
が
建
物
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
す
れ
ば
、
な

　
　
お

さ
ら
、
本
格
的
な
造
営
と
さ
れ
る
第
二
小
期
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ

　
　
う
。

（
3
4
）
　
主
な
も
の
と
し
て
は
、

　
　
岸
俊
男
「
籍
帳
備
考
二
題
」
（
京
都
大
学
文
学
部
読
史
会
『
国
史
論
集
』
O
所
収

　
　
一
九
五
九
年
）
、
「
但
波
吉
備
麻
呂
の
計
帳
手
実
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
古
代
籍
帳

　
　
の
研
究
』
一
九
七
三
年
）
他
。
吉
田
孝
「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
日
本
経
済
史
大

　
　
系
1
・
古
代
』
一
九
六
五
年
）
。
東
野
治
之
前
掲
論
文
。

　
　
な
ど
、
数
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
写
経
所
に
お
け
る
紙
の
調

　
　
達
方
法
を
分
析
さ
れ
た
仲
洋
子
「
写
経
用
紙
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
」
（
「
史
論
」

　
　
第

三
三
集
、
一
九
八
〇
年
）
も
有
益
な
論
考
で
あ
る
。

（
3
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
胆
沢
城
跡
に
関
す
る
前
掲
報
告
書
お
よ
び
拙
稿
「
胆
沢

　
　
城
出
土
の
漆
紙
文
書
」
（
「
え
と
の
す
」
第
二
六
号
、
一
九
八
五
年
一
月
）
を
参
照

　
　
し
て
ほ
し
い
。

（
3
6
）
　
現
在
、
当
館
情
報
資
料
研
究
部
の
永
嶋
正
春
氏
に
依
頼
し
、
す
で
に
い
く
つ
か

　
　
の
伝
世
史
料
お
よ
び
出
土
資
料
に
つ
い
て
、
分
析
を
実
施
し
て
お
り
、
今
後
、
さ

　
　
ら
に
多
く
の
資
料
に
つ
い
て
分
析
結
果
が
出
来
次
第
、
公
表
し
て
い
た
だ
く
つ
も

　
　
り
で
あ
る
。

（
3
7
）
　
漆
の
ふ
た
紙
に
文
書
を
用
い
る
場
合
、
　
一
通
で
こ
と
足
り
る
時
に
は
、
通
常
漆

　
　
桶
と
紙
の
中
央
が
一
致
す
る
よ
う
に
置
く
の
が
自
然
な
や
り
方
で
あ
る
。
そ
の
た

　
　
め
に
、
紙
の
周
縁
部
に
記
さ
れ
る
差
出
書
や
年
紀
、
署
名
部
分
等
は
漆
が
付
着
し

　
　
に
く
い
ゆ
え
に
遺
存
し
な
い
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
出
土
例
で
も
数
多
く
確
認
さ
れ

　
　
て
い
る
（
例
・
胆
沢
城
跡
第
一
八
号
他
）
。

　
（
本
研
究
は
昭
和
五
八
年
度
科
学
研
究
費
に
も
と
つ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

（本
館
　
歴
史
研
究
部
）
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図版1

川　多賀城跡第3号文書（表） ②　多賀城跡第3号文書（裏）



図版2

購
難

（D　胆沢城跡第3号文書　表（延暦23年具注暦）

（2）胆沢城跡第3号文書　裏（延暦22年具、主暦）



図版3

（1）漆紙の出土状況（胆沢城跡第39次調査SD596溝跡）

②　多賀城跡第102号文書

　　（表）

（3）多賀城跡第102号文書（裏）



図版4

1て．

㌧〆，

（1）胆沢城跡第26号文書

②　胆沢城跡第26号文書継ぎ目部分



図版5

（1）多賀城跡第1号文書

（2）多賀城跡第1号文書（赤外線テレビ写真）



図版6

胆沢城跡第6号文書



図版7

轟1

慰
ξ
．
学

鎌
・

…醸
麟

川　多賀城跡第2号と第24号文書の継ぎ目部分

（2）下野国府跡木簡 （3）下野国府跡漆紙文書


